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周防大島町告示第93号 

 平成24年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成24年８月29日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成24年９月６日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

田中隆太郎君          杉山 藤雄君 

新山 玄雄君          平野 和生君 

魚原 満晴君          今元 直寛君 

広田 清晴君          安本 貞敏君 

尾元  武君          中村 美子君 

中本 博明君          魚谷 洋一君 

平川 敏郎君          松井 岑雄君 

久保 雅己君          布村 和男君 

小田 貞利君          荒川 政義君 

───────────────────────────── 

○９月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

神岡 光人君                 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成24年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成24年９月６日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成24年９月６日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第１号 平成２３年度周防大島町公営企業局事業会計積立金の処分について 

 日程第８ 認定第１号 平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第10 認定第３号 平成２３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第11 認定第４号 平成２３年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第５号 平成２３年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第13 認定第６号 平成２３年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第14 認定第７号 平成２３年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第８号 平成２３年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第16 認定第９号 平成２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第17 認定第10号 平成２３年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第18 議案第２号 平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 
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 日程第19 議案第３号 平成２４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第４号 平成２４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第５号 平成２４年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第６号 平成２４年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第７号 平成２４年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第８号 平成２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第９号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第26 議案第10号 字の区域の変更について 

 日程第27 議案第11号 周防大島町高齢農業者生きがい農園施設の設置及び管理運営に関する

条例の廃止について 

 日程第28 議案第12号 町道路線の認定について 

 日程第29 議案第13号 町道路線の認定について 

 日程第30 議案第14号 町道路線の認定について 

 日程第31 議案第15号 町道路線の認定について 

 日程第32 議案第16号 平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締

結について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第１号 平成２３年度周防大島町公営企業局事業会計積立金の処分について 

 日程第８ 認定第１号 平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第10 認定第３号 平成２３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第11 認定第４号 平成２３年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
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 日程第12 認定第５号 平成２３年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第13 認定第６号 平成２３年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第14 認定第７号 平成２３年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第８号 平成２３年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第16 認定第９号 平成２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第17 認定第10号 平成２３年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第18 議案第２号 平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第19 議案第３号 平成２４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第４号 平成２４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第５号 平成２４年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第６号 平成２４年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第７号 平成２４年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第８号 平成２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第９号 あらたに生じた土地の確認について 

 日程第26 議案第10号 字の区域の変更について 

 日程第27 議案第11号 周防大島町高齢農業者生きがい農園施設の設置及び管理運営に関する

条例の廃止について 

 日程第28 議案第12号 町道路線の認定について 

 日程第29 議案第13号 町道路線の認定について 

 日程第30 議案第14号 町道路線の認定について 

 日程第31 議案第15号 町道路線の認定について 

 日程第32 議案第16号 平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締

結について 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

１番 田中隆太郎君       ２番 杉山 藤雄君 

４番 新山 玄雄君       ５番 平野 和生君 
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６番 魚原 満晴君       ７番 今元 直寛君 

８番 広田 清晴君       ９番 安本 貞敏君 

10番 尾元  武君       11番 中村 美子君 

12番 中本 博明君       13番 魚谷 洋一君 

14番 平川 敏郎君       15番 松井 岑雄君 

17番 久保 雅己君       18番 布村 和男君 

19番 小田 貞利君       20番 荒川 政義君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

３番 神岡 光人君                 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 中尾 豊樹君     議事課長 中村 和江君 

書  記 大下 崇生君     書  記 林  祐子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 相川  實君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 星出  明君 

産業建設部長 ………… 西本 芳隆君   健康福祉部長 ………… 西村 利雄君 

環境生活部長 ………… 松井 秀文君   久賀総合支所長 ……… 松村 正明君 

大島総合支所長 ……… 北杉 憲昌君   東和総合支所長 ……… 木村 順一君 

橘総合支所長 ………… 中原 義夫君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 岡本 洋治君 

教育次長 ……………… 中野 守雄君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

総務課長 ……………… 奈良元正昭君   財政課長 ……………… 中村 満男君 

税務課長 ……………… 福田 美則君   契約監理課長 ………… 藤山  忠君 

建設課長 ……………… 佐川 浩二君   公営企業局財政課長 … 村岡 宏章君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 
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○議長（荒川 政義君）  おはようございます。ただいまから平成２４年第３回周防大島町議会定

例会を開会いたします。 

 神岡光人議員から医師の診断書を添えて、今期定例会を欠席する旨の通告を受けております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、４番、新山玄雄議員、５番、平

野和生議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る８月２９日開催の議会運営委員会において協議の結

果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月１９日までの１４日間としたいと思

います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から９月１９日までの１４日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（荒川 政義君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本年６月以降本日までに議会へ提出されております文書について、御報告いたします。 

 まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査（６月・７月・８月実施

分）の結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 次に、陳情・要望については、１件受理しております。議会運営委員会でお諮りいただき、陳

情・要望第２０号の「地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求

める意見書の採択について」は、議員配布とさせていただきました。 

 続いて、系統議長会関係について、山口県離島振興市町議会議長会では、去る６月２５日、

２６日、長崎県対馬市に離島地域行政視察として参加いたしました。長崎県対馬市と韓国釜山を

結ぶ国際航路を利用し、毎月１万人近く韓国人観光客が押し寄せて、増加する観光客に対する新

たな雇用が発生しており、その対応を研修してまいりました。 
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 山口県町議会議長会におきまして、７月４日から６日まで、基地の町である沖縄県恩納村、北

谷町の視察に行ってまいりました。恩納村では、沖縄振興特別措置法により平成２３年１１月に

沖縄科学技術大学院大学を設立するなど、基地の町の状況について地元の議員さんとの意見交換

を行ってまいりました。 

 ７月３日には、山口県町議会議長会の定例会が開催され、平成２３年度事業報告及び決算等に

ついて協議し、認定されたところです。また、山口県町議会議長会の運営についてではあります

が、財政調整積立金も毎年取り崩しており、このままでは五、六年後には財調も底をついてまい

ります。構成町の減少により負担金も増加している中、これ以上の負担金増は望めない状況であ

り、今後どのような形で運営していけばよいか、結論を出さなければいけないところまできてい

るところでございます。方針が定まりましたら、御報告をさせていただきたいと思っております。 

 ８月２４日、田布施町商工会館において、平成２４年度町議会広報研修会が開催され、平野委

員長をはじめ、議会広報編集特別委員会の委員さん全員が参加され、研さんを積まれております。

御苦労さまでした。 

 続いて、柳井地区広域市町議会議長会関係では、８月２０日にベルゼにおきまして、柳井広域

議員研修会が開催され、１６人の議員さんに出席していただきました。猛暑の中、御苦労さまで

した。 

 続いて、常任委員会行政視察について、８月７日、８日と、３常任委員会合同で鹿児島県鹿屋

市の柳谷自治公民館における自治会の運営について研修してまいりました。自治会の館長であり

ます豊重さんは「人は感動することにより、心を揺り動かすことができる」と言っておられまし

た。地域をまとめ、受け皿ができれば、情報発信することにより、若者が集まってくる現状をつ

ぶさに見ることができました。 

 次に、町人会関係につきまして、７月１日、「広島周防大島町人会」へ魚原議員、安本議員、

尾元議員、魚谷議員、久保議員、布村議員と私荒川が出席をいたしました。町の最新の情報を届

けるとともに旧交を温めてまいりました。 

 また、近畿大島会、近畿東和会、東京東和町人会が予定されております。各町人会ともお一人

の出席となります。本日の閉会までに参加者を決定し、事務局へお知らせください。 

 以上、議員の派遣につきましては、後ほど御議決をいただくことといたしております。 

 その他といたしまして、昨年９月の定例会時、杉山議員が空き家対策につきまして一般質問を

されたのをきっかけに、地域活性化特別委員会で、条例化の検討をお願いしたところでございま

す。今定例会最終日に、議員発議で上程の運びとなったことを御報告させていただきます。地域

活性化特別委員会の今元委員長さんをはじめ、委員の皆様、杉山議員さんにおかれましては、大

変御苦労さまでございました。 
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 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（荒川 政義君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長より行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  どなたも、おはようございます。平成２４年第３回周防大島町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわらず御参集を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 それでは、本日提案をしております議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をしております案件は、専決処分の報告１件、人権擁護委員に関する諮問１件、

公営企業局事業会計積立金の処分について１件、決算の認定に関するもの１０件、補正予算に関

するもの７件、町道路線の認定について４件。 

 そのほか、新たに生じた土地の確認について、字の区域の変更について、条例の廃止について、

工事の請負契約の締結について、それぞれ１件で、合計２８件であります。 

 報告第１号は、平成２４年７月２４日に大字椋野地内の町道で発生した物損事故による損害賠

償の額を定めることについて、専決処分により処理をいたしましたことを議会に報告するもので

あります。 

 諮問第１号は、欠員となっております人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の意見を求

めるものであります。 

 議案第１号は、公営企業局企業会計におきまして、平成２３年度の未処理欠損金を処理するた

め、積立金を取り崩して翌年度繰越欠損金をゼロ円にするものであります。 

 認定第１号から認定第１０号までの１０件は、平成２３年度の各会計決算の認定についてであ

ります。 

 平成２３年度の一般会計歳入歳出決算をはじめとする、各特別会計歳入歳出決算、公営企業局

企業会計事業決算の認定について、お諮りするものであります。 

 監査委員の決算審査意見、並びに主要な施策の成果説明書を添えて、決算書をお配りしている

ところでありますが、おかげさまで各会計とも順調に予算の執行ができました。 

 このことは、議員各位をはじめ、町民の皆様の温かい御理解と御協力のたまものであり、深く

感謝の意を表するものであります。 

 各会計決算の詳細内容につきましては、後ほど、関係参与より詳しく御説明申し上げます。 

 議案第２号は、平成２４年度一般会計補正予算（第２号）についてであります。 

 既定の予算に８億９,０７９万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額を１４９億
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６,９３８万５,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成２４年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

す。 

 既定の予算に７,１１５万１,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３６億２,８０７万

８,０００円とするものであります。 

 議案第４号は、平成２４年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 既定の予算に１２万円を追加し、補正後の予算の総額を４億４,２４３万２,０００円とするも

のであります。 

 議案第５号は、平成２４年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 既定の予算に５,８０３万７,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３３億８,１６９万

５,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２４年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 既定の予算に８６万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を８億６,８０３万８,０００円

とするものであります。 

 議案第７号は、平成２４年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 既定の予算に８０万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４億６,４８８万円とするも

のであります。 

 議案第８号は、平成２４年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

す。 

 既定の予算に３６０万８,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３億３,４４４万

９,０００円とするものであります。 

 議案第９号及び議案第１０号は、漁港整備計画に基づき、東三蒲字若宮地先に埋め立てられた

土地の確認と、それに伴う字の区域の変更について、議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第１１号は、東和西方にあります高齢農業者生きがい農園施設の設置及び管理運営に関す

る条例を廃止するものであります。 

 議案第１２号から議案第１５号までは、新たな町道路線の認定についてであります。 

 議案第１６号は、平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備工事の請負契約を、西安下

庄の大島建設株式会社と締結するため、議会の議決をお願いするものであります。 

 それでは、この際、４件ほど行政報告を申し上げます。 

 まず、平成２３年度決算の状況並びに財政健全化判断比率等について、御報告いたします。 

 平成２３年度決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が実施され、８月２８日に
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決算審査による意見書をいただき、本町の財政状況は厳しい財政環境に変わりはないものの、改

善の方向にあり、健全性も維持されているとの御判断をいただいたところであります。 

 そこで、平成２３年度の主要事業を申し上げますと、「安心して子どもを生み育てられる町」

の取り組みとして、引き続き、ちびっ子医療費助成や福祉医療費の一部負担軽減対策を実施する

とともに、特定不妊治療費助成事業や子宮頸がんワクチンなどの予防接種事業において、自己負

担の軽減支援に取り組んでまいりました。 

 また、学校施設の耐震化では、油田小学校屋内運動場の耐震化事業に加えて、新たに久賀中学

校校舎の改築及び東和中学校屋内運動場の耐震、改修に着手いたしました。 

 次に、「働く意欲の湧き出る町」では、緊急雇用創出事業による新たな雇用機会の創出や介護

分野の人材育成を継続するとともに、ニューファーマー総合支援事業、ニューフィッシャー確保

育成推進事業による新規就業者支援も実施いたしました。 

 また、鳥獣被害防止施設整備助成や有害鳥獣捕獲事業、小規模漁場整備事業による農業者・漁

業者支援、体験型修学旅行やスポーツ合宿の誘致による観光交流人口の拡大と地域の活性化にも

取り組んでまいりました。 

 次に、「自然と環境にやさしい町」では、住宅用太陽光発電システムへの補助制度を実施する

とともに、引き続き合併処理浄化槽設置の補助事業や安下庄地区の下水道の整備を進めてまいり

ました。 

 また、新たに大島・久賀地区の公共下水道整備に向けた整備計画の作成に着手したところであ

ります。 

 次に、「豊かで安心して暮らせる町」では、消防防災対策として防災備蓄倉庫９カ所を整備し、

総計１３カ所の備蓄倉庫、約４,０００人分の備蓄資機材を確保するとともに、新たに防火水槽

を整備し、木造住宅耐震改修補助事業についても引き続き実施いたしました。 

 また、住宅リフォーム資金の助成事業として、住宅改修の支援制度を開始いたしましたが、要

望が大変多く、補正予算での対応も行い、１９４件、約１,２００万円の助成実績となりました。

経済効果は１億８,２００万円と試算しております。 

 さらに、東和病院東棟の耐震改築や橘斎場の葬儀場整備にも着手いたしました。 

 検診事業では、従来の検診事業に、新たに前立腺がんの検診を加え、検診事業の充実を図りま

した。 

 「次世代に素敵な未来を約束する町」においては、地上放送デジタル化による難視聴地区の解

消と情報通信環境の高度化を図るためのＣＡＴＶの通信網整備が完了いたしましたが、現在ＣＡ

ＴＶ加入促進事業により利用者拡大を図っており、議員各位におかれましても加入促進に御協力

をお願いする次第であります。 
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 また、福祉事務所設置事業につきまして、身近なところで充実したサービスを提供するため、

町としては県内で初めての福祉事務所を設置し、本年４月から業務を開始いたしました。 

 教育費では、重要文化財（久賀の諸職用具）の保存修理の着手や安下庄小学校グラウンドにナ

イター照明を整備するとともに、「おいでませ山口国体」では、アーチェリー競技及びハング・

パラグライディング競技の開催・運営を引き受け、町民皆様方の御協力のもと、盛会裏に大会を

終えることができました。 

 このほかにも、平成２２年度から平成２３年度への繰越事業としては、道路や橋梁の新設改良

事業を初め、河川改修事業、観光施設の改修事業、大島中学校屋内運動場の改築など、総額６億

３,７００万円の事業を実施し、要望の強い、地域に密着した事業に取り組んでまいりました。 

 こうした中で、一般会計の実質収支は９億７,１４８万３,０００円と大幅な黒字となりました。

これは、震災等により特別交付税が伸びたこと、また、繰越事業及び他会計繰入金の不用額が主

な要因と考えられますが、今後も引き続き、財政運営には厳しく臨んでいく必要があることは、

言うまでもありません。 

 また、財政分析の指数も大幅に改善しておりますが、将来の地方交付税の一本算定による削減

を視野に入れながら、さらに行政改革を進め、これに強力に取り組んでまいる所存であります。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、平成２３年度の決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告書を監査委員の意見書を

付してお手元に配布いたしております。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がなく、実質公債費比率は１５.４％、将来負担

比率では１１８.２％と、いずれも前年度より改善が図られ、また早期健全化基準を下回ってい

るところであります。また、企業会計における資金不足比率は、全ての会計において資金不足は

生じておりません。よって、財政の健全化は維持されていると判断しております。 

 次に、平成１９年度から平成２２年度までの決算に係る健全化判断比率の修正について、報告

をさせていただきます。 

 このたび、これら実質公債費比率及び将来負担比率の算定について、公営企業への繰出基準の

考え方に対する修正が確認されました。この修正に伴い地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条にのっとった修正の手続を行うこととし、監査委員の審査に付して、改めて意見書をい

ただきましたので、平成２３年度と併せて、平成１９年度から平成２２年度の実質公債費比率及

び将来負担比率の数値の修正につきましても報告をさせていただきます。 

 また、決算時に提出しております「一般会計・特別会計決算及び各基金の運用状況の審査意見

書」中の平成１９年度から平成２２年度の数値についても同様に修正となりますことを併せて報

告させていただきます。 
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 次に２件目、７月２１日と２２日の両日、「周防大島町・カウアイ島姉妹島提携５０周年記念

前年祭」を開催いたしましたので、その状況について御報告いたします。 

 周防大島町とハワイ州カウアイ島とは、ハワイ移民を多く輩出した移民の歴史を背景に、昭和

３８年６月２２日、姉妹島提携の協定を締結し、毎年、文化祭への参加等により、交互に島を訪

問・交流しておりますが、姉妹島提携５０周年を迎える来年、平成２５年は、カウアイ島を訪問

する年となることから、本年、公益法人大島郡国際文化協会と町の主催のもと、カウアイ市を迎

えて５０周年前年の記念イベントを開催いたしました。 

 ７月２１日の式典は、グリーンステイながうらを会場とし、梅雨明け直後の日差しの厳しい中

での開催となりましたが、カウアイ市からベス・トキオカ市長オフィス官房長、アート・ウメズ

姉妹島交流補佐官御夫妻、フラダンサーのカホロクラ兄妹をはじめ、カウアイ日本文化協会・カ

ウアイ山口県人会の皆様１２名、カウアイ島の友好姉妹都市であります滋賀県守山市と福島県い

わき市、そしてスパリゾートハワイアンズの皆様。山口県からは知事代理の観光交流局長、そし

て県議会議長、県民局長。それから、今年カウアイ市に語学研修生を派遣される大島商船高等専

門学校と町議会議員の皆様に御臨席をいただき、町内外約４００名の皆様の来場を得て、盛大に

挙行することができました。 

 議員の皆様には、酷暑の中、御臨席、御高覧をいただき、改めて感謝を申し上げます。 

 この機会に、カウアイ島をはじめとする友好姉妹都市のことを町民の皆様に知っていただこう

と、絆物産展を同時開催いたしました。このたびは、残念ながら沖縄県石垣市の参加はございま

せんでしたが、カウアイ市、守山市、いわき市からは物産を提供いただきましたので、パンフレ

ットとともに紹介し、販売をいたしました。 

 翌２２日は道の駅「サザンセトとうわ」で、絆物産展と周防大島観光協会の協力によるフライ

ベントを開催いたしました。前日に引き続き、カウアイ市とスパリゾートハワイアンズのダン

サーにも出演をいただき、地元のフラチーム、町民の皆様とフラによる交流を行いました。 

 カウアイ市の皆様には、前年祭の前日７月２０日にも学校や老人ホームを訪問いただきました。

日ごろ、本場のフラを目にする機会がなかなかありませんので、児童・生徒やホームに入所され

ている皆様は大変喜ばれ、よい触れ合いの時間を持つことができました。 

 前年祭式典の後には、本町の観光協会が５年前から開催しているサタフラもごらんいただきま

した。カウアイ島とその友好都市の皆さんは、フラが周防大島町でしっかりと定着している様子

に感心をされ、この前年祭を機にフラ交流はもちろん、そのほかの文化、産業など、多岐にわた

って交流を展開していくことを確認いたしました。 

 また、この前年祭に合わせて、巡回写真展「ごくろうさま ハワイの日系二世：ブライアン・

陽一・佐藤 写真展」を大島郡国際文化協会と町教育委員会、周防大島町の３者で共催いたしま
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した。 

 ブライアン・陽一・佐藤氏は、父方の曽祖父が福島県から移住した日系四世で、２００２年か

ら１０年間にわたって、日系一世を支え、第２次世界大戦を経験した日系二世の写真を撮り続け

ている方で、今年４月に広島県廿日市市で写真展を開催していた際に交渉して、周防大島での開

催が実現したものです。６月２８日から７月２４日まで約１カ月間、写真を借り受け、総合セン

ターや文化センターなど４カ所で展示し、多くの方に御覧いただきました。 

 以上が、カウアイ島との強い絆を再確認した「前年祭」関連の報告であります。 

 ３点目に、周防大島町防災訓練等について御報告いたします。 

 内閣府の南海トラフ巨大地震モデル検討会から、第２次報告として１０メートルメッシュの津

波高及び浸水域等の推計結果が、また南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループから、建

物被害・人的被害の推計結果の第１次報告が８月２９日に公表され、大きく新聞等で報道された

ところであります。 

 現時点での最新の科学的知見に基づき、次に起こる地震ではなく、発生し得る最大クラスの地

震・津波を推計したものでありますが、本町における最大震度は６弱、最大津波高は４メートル

と推計をされ、津波の最短到達時間は１０８分と予想をされております。 

 また、被害想定では、全国で最大約３２万３,０００人の方が亡くなり、約２３８万６,０００棟

の家屋が倒壊及び焼失すると想定されております。山口県では、死者約２００人、倒壊焼失家屋

約４,８００棟との想定であります。 

 山口県では、この報告を受け、独自の調査により、今年度中に被害想定を行い、地域防災計画

の見直しを行う予定とのことであります。 

 町といたしましても、今回の報告や県の地域防災計画の見直しを踏まえ、町の防災計画見直し

を実施したいと考えております。 

 しかしながら、災害はいつ発生するかわかりません。常に災害に備えておくことは必要であり

ます。 

 そのような観点から、町では、毎年８月３０日から９月５日までの防災週間に合わせまして、

周防大島町防災訓練を実施しております。 

 今年度で４回目となるこの防災訓練は、去る９月２日に日良居体育館を中心として日良居、浮

島地区住民を対象に、先ほど申し上げました南海トラフ巨大地震が発生をし、震度６弱の地震と

３メートルを超える津波が本町を襲うことを想定して、避難訓練を中心に実施をしたところであ

ります。 

 当日は、地域住民の方々約８００名の参加をいただき、まず高台へ避難をし、津波がおさまっ

た後に指定避難所へ移動し、避難者情報の把握を行い、その後、災害対策本部である日良居体育
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館に移動をしていただき、ＡＥＤを使った救急救命訓練、消火器取扱訓練、海上転落防止講習な

ど、関係機関の協力のもと、さまざまな訓練を実施いたしました。 

 これを契機に、地域の皆さんがお互いに話し合い、協力し合って、本年度の重点施策でもあり

ます、災害時に本当に機能する、実効性のある自主防災組織が結成されることを望むものであり

ます。 

 さらには、消防団橘支部においては、避難誘導や広報活動を実施した後、火災防御訓練を実施

したところであります。 

 また、当日は日良居体育館前に設置をいたしました防災備蓄倉庫を開放し、その中に納めてあ

る物品の展示も行いました。 

 あわせて、大島防災センターに確保してあります災害用非常食の配布、試食も実施をしたとこ

ろであります。 

 本日、議員の皆様にも、参考までに災害用非常食を配布させていただいております。 

 意外と、と言いますか、割合おいしゅうございますので、お持ち帰りの上、御試食賜りたいと

存じます。 

 最後に、東日本震災に係る災害廃棄物の処理について御報告申し上げます。 

 このほど、環境省において、東日本震災に係る災害廃棄物の処理工程表が策定され、この中で、

「可燃物・木くずの広域処理については、岩手県の可燃物・木くず及び宮城県の可燃物は、具体

的な受け入れを調整している自治体や受け入れ実績のある自治体の追加的な協力が得られれば、

目標期間内での処理が見込めることから、新たな受け入れ調整は行わない。また、宮城県の木く

ずにおいては、単純焼却ではない再生利用の受け入れ先に限定し、近県での処理を優先して調整

を行うこととした」とあり、国から山口県への広域処理協力要請がなくなったため、県は、災害

廃棄物の処理について事業者との調整作業は行わず、現状をもって終えるとしております。この

ことを踏まえ、本町も同様の対応とし、今後も町民の安心・安全の確保を最優先とし、情報収集

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、行政報告を終わりますが、今期この定例会が私と議会議員の皆さんの任期中最後の定

例会となります。平成２０年１１月就任以来、議会と執行部の適切な緊張感と牽制、そして協調

しながら、地方自治法の第１条の２にあります「地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを

基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う。」との規定にい

ささかなりとも貢献できたのではないかと考え、議員の皆様、そして町民の皆様方に心より感謝

を申し上げる次第であります。 

 以上、概要につきまして御説明をいたしましたが、詳しくは、提案の都度、関係参与が御説明

申し上げますので、何とぞ慎重御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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 以上で、終わります。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第５、報告第１号専決処分の報告について、執行部の報告を求めま

す。星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  報告第１号専決処分について、御報告申し上げます。 

 本年７月２４日に大字椋野地内において発生した物損事故による損害賠償の額を定めることに

ついて、８月１７日に、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分により処理させ

ていただきましたので、同法同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 この事故は、専決処分書に記載のとおり、椋野緑地公園において草刈り作業中に小石をはね、

国道４３７号を走行していた久賀在住の田坂博昭さん所有の軽自動車のフロントガラスを破損さ

せたものであります。 

 なお、損害賠償の額は８万４,４４１円であり、全国町村会総合賠償補償保険から既に８月

２７日に全額支払われましたので、併せて御報告させていただきます。 

 以上、専決処分の報告でございます。 

○議長（荒川 政義君）  以上で、執行部の報告を終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．諮問第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第６、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、御説明を申し上げます。 

 任期途中の退任によりまして、現在、委員１名が欠員となっていることを受けまして、新たな

候補者の推薦につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づきまして、議会の意見を

求めるものであります。 

 候補者といたしましては、みずからふれあいサロンを設立するなどの地域福祉の向上に熱意と

理解があります清木由美子氏を、法務大臣に対し推薦いたしたいと存じます。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。人格、識見

ともに高く、人権擁護委員に適任であると思われますので、よろしく御審議をいただきますよう

お願いいたします。 

 なお、任期は、法務大臣の委嘱の日から３年間となっておりますので、どうぞよろしくお願い
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をいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

清木由美子氏を適任とすることに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、清木

由美子氏を適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第７、議案第１号平成２３年度周防大島町公営企業局事業会計積立

金の処分についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。石原公営企業局管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第１号平成２３年度周防大島町公営企業局事業会計積立

金の処分についての補足説明を申し上げます。 

 お手元の議案つづり５ページをごらんいただきたいと思います。 

 平成２３年度欠損金３億１,２４８万５,８９５円を建設改良積立金を取り崩し、補填するもの

です。 

 以上が、平成２３年度周防大島町公営企業局事業会計積立金の処分についての内容でございま

す。 

 どうか、よろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終

わらせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 なお、この案件については所管の民生常任委員会へ付託することとなっておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  民生常任委員会のほうへ付託されるわけですが、本会議の中で聞

いておきたいのは、今まで基本的には、利益積立金、これを充てるということで流れてきました。

そして、今回、建設改良積立金を取り崩したいということであります。 

 私、常々赤字の垂れ流しはいけませんということで、ずっと指摘してきたわけですが、建設改

良積立金の後の流れですよね。例えば、建設改良積立金が、いわゆる枯渇しますと、そういう中

でどういう順番で、基本的には議会に諮ろうとするのかという点を、本会議の中で答弁を求めて

おきたいというふうに思います。 
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○議長（荒川 政義君）  村岡公営企業局財政課長。 

○公営企業局財政課長（村岡 宏章君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 議案つづりの１０ページにはあるんですが、貸借対照表上で言いますと、先ほど話されたよう

に、建設改良積立金をもってまず充てます。その後、２６年度に公営企業法会計制度の改正とい

うのがございまして、減債積立金、こちらを起債の償還に充てた場合には、こちらの処分費を全

て使えるという形になりますので、２番目に使うのは、減債積立金の元金を償還した部分につい

てを補填財源といいますか、赤字のほうに持っていけます。その後、なお、それもなくなったと

いう状況になりますと、自己資本金の取り崩しを議会のほうにお諮りをして補填に持っていくと

いう形になると思います。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。質疑が終了しましたので、本案件については、所管の民生常任委員会に付託す

ることにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認め、よって、議案第１号を所管の民生常任委員会に付託す

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．認定第１号 

日程第９．認定第２号 

日程第１０．認定第３号 

日程第１１．認定第４号 

日程第１２．認定第５号 

日程第１３．認定第６号 

日程第１４．認定第７号 

日程第１５．認定第８号 

日程第１６．認定第９号 

日程第１７．認定第１０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第８、認定第１号平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから、日程第１７、認定第１０号平成２３年度周防大島町公営企業局企業会計事業

決算の認定についてまでの１０議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡本会計管理者。 



- 18 - 

○会計管理者兼会計課長（岡本 洋治君）  それでは、認定第１号平成２３年度周防大島町一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、認定第９号平成２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてまでの補足説明を申し上げます。 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、各会計の決算につきまして、

議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、認定第１号平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして、補足説明

を申し上げます。 

 決算書の２ページをお願いいたします。歳入の合計額を申し上げますと、予算現額１５６億

３,２０４万９,０００円、調定額１６２億１,２３２万４,９２７円に対しまして、収入済額は

１５６億７,２１１万２０５円で、調定額に対する収入率は９６.７％でございます。 

 それから、不納欠損額１,００９万４,９１７円につきましては、１ページ１款町税１項町民税

は９７人の２２１万８,４６７円、２項固定資産税は１７４人の７５５万３,４５０円、３項軽自

動車税は８２人の３２万３,０００円の合計でございます。 

 収入未済額５億３,０１１万９,８０５円のうち、事業の繰越に伴う未収分を差し引いた残りの

収入未済額１億７,６０４万５０５円の内訳につきましては、主に１ページ１款町税１項町民税

現年の２５９人、滞納繰越３９９人、合計６５８人で４,１４６万１,９０２円、２項固定資産税

は現年４５３人、滞納繰越４２２人、合計８７５人で６,３３７万６１２円、３項軽自動車税は

現年１８４人、滞納繰越２０１人、合計３８５人で２８６万７,４００円です。 

 １１款分担金及び負担金２項負担金は、保育料の現年５人、滞納繰越５７人、合計６２人の

８１０万４,５６２円でございます。 

 次に、２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料は、住宅使用料の現年７６人、滞納繰越

３８９人、延べ数は４６５人で５,６６１万５,６９７円となっております。 

 １３款国庫支出金の３,１６０万円、それから１４款県支出金の２億６,７１７万４,０００円、

２０款町債の５，５３０万円につきましては、事業の繰越に伴う未収でございます。 

 では、４ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額１５６億３,２０４万９,０００円に対しまして、支出済額は１４６億

５,５３９万１,３４１円で、執行率は９３.８％でございます。 

 翌年度繰越額３億９,９３１万円につきましては、６月定例議会におきまして御報告申し上げ

ております平成２３年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。内訳につきましては、

２款の総務費１項総務管理費で企画一般経費の４９５万８,０００円、同じく３項戸籍住民基本

台帳経費で戸籍住民基本台帳一般経費の２,９４０万円、３款民生費１項社会福祉費で社会福祉

施設整備事業経費の６,０００万円、同じく２項児童福祉費で子ども手当事業の６９３万円、
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５款の農林水産業費１項農業費で特産対策事業費ほか１件の２億２,１２０万円、３項水産業費

で海岸保全整備事業の６,３９０万円。７款土木費２項道路橋りょう費で道路橋りょう維持管理

経費の５００万円。 

 それから、４ページをお願いいたします。８款消防費１項消防費で消防施設整備事業の

７９２万２,０００円でございます。 

 歳入歳出差引残高は、１０億１,６７１万８,８６４円でございます。 

 不用額につきましては、その総額が５億７,７３４万７,６５９円となっており、平成２２年度

の決算に比べまして３６.６％の減となっております。 

 また、このたびの決算では、先ほど町長の行政報告にもありましたとおり、平成２２年度と同

様に大幅な黒字となっております。金額につきましては、後ほど実質収支のところで御説明を申

し上げますが、この要因につきましては、歳入におきまして震災等の影響で特別交付税が伸びた

こと、また歳出において、繰出金の不用額及び平成２３年度へ繰り越した事業に入札減が生じた

ことによるものでございます。 

 以上で一般会計の説明を終わります。 

 詳細につきましては、４１ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書の御参照をお願い

いたします。 

 なお、以後の各会計の事項別明細につきましても説明は割愛させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、認定第２号平成２３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３５億９,５７０万７,０００円、調定額３６億２,８５０万１,３７４円に対し

まして、収入済額は３５億４５９万２,７００円で、調定額に対する収納率は９６.６％でござい

ます。 

 不納欠損額は国民健康保険税の２２９人で、９４９万８,５００円となっております。 

 また、収入未済額は、国民健康保険税の現年９４２人、滞納繰越１,０７０人、合計２,０１２人

で、１億１,４４１万１７４円でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３５億９,５７０万７,０００円に対しまして、支出済額は３５億４５９万

２,７００円で、執行率は９７.５％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は９,１１１万４,３００円となっております。 

 また、歳入歳出差引残高は、０円の決算となっております。 
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 なお、被保険者の状況でございますが、平成２３年度末の世帯数は４,１７７世帯、被保険者

数は６,７５５人で、加入率は３５.３％となっております。また、１人当たりの医療費は、

４２万４,９５４円となっております。 

 続きまして、認定第３号平成２３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算に

つきまして、補足説明を申し上げます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額４億１,３９３万１,０００円、調定額４億１,１４８万５,６３７円に対しまし

て、収入済額は４億１,１２６万８,８４７円で、調定額に対する収入率は９９.９％でございま

す。 

 不納欠損額は、後期高齢者医療保険料の１人で２６３円でございます。また、収入未済額は、

後期高齢者医療保険料の現年１４人、滞納繰越３人、合計１７人で２１万６,５２７円でござい

ます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額４億１,３９３万１,０００円に対しまして、支出済額は４億１,０６４万

８,０７９円で、執行率は９９.２％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は３２８万２,９２１円でございます。 

 歳入歳出差引残高は、６２万７６８円でございます。 

 なお、平成２３年度末における７５歳以上の被保険者数は、５,６５７人でございます。また、

１人当たりの医療費は、９４万１,４５７円となっております。 

 続きまして、認定第４号平成２３年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３２億４,２８７万９,０００円、調定額３２億４,１２６万３,９７６円に対し

まして、収入済額は３２億３,６９３万９,８９６円で、収入率は９９.９％でございます。 

 不納欠損額は７６万２,８００円でございますが、保険料の２７人分でございます。 

 収入未済額は介護保険料の現年６２人、滞納繰越６８人、合計１３０人の３５６万１,２８０円

となっております。 

 続きまして、１８ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３２億４,２８７万９,０００円に対しまして、支出済額は３１億７,９０８万

３,２９９円で、執行率は９８％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は６,３７９万５,７０１円となっております。 

 歳入歳出差引残高は、５,７８５万６,５９７円でございます。 
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 なお、２３年度末の第１号被保険者数は９,１３８人で、人口に占める割合は４７.８％でござ

います。また、認定者数は、２,１０７人となっております。 

 続きまして、認定第５号平成２３年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額１０億１,８６６万１,０００円、調定額１０億６,４６７万５,０９７円に対し

まして、収入済額は９億９,８１０万１,６１７円で、収入率は９３.７％でございます。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額は、２款使用料及び手数料１項使用料で、給水使用料の現年

３４２人、滞納繰越１,８９９人で、６,６５６万９,４８０円、２項手数料の４,０００円、合計

６,６５７万３,４８０円となっております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額１０億１,８６６万１,０００円に対しまして、支出済額は９億９,８１０万

１,６１７円で、執行率は９８.０％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は２,０５５万９,３８３円となっております。 

 歳入歳出差引残高は、０円の決算となっております。 

 なお、給水人口は１万６,８５２人、普及率は８７.９％となっております。 

 続きまして、認定第６号平成２３年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額４億５,０１８万５,０００円、調定額４億５,０２７万６,２１６円に対しまし

て、収入済額は４億４,６０５万９,４９９円で、収入率は９８.７％でございます。 

 不納欠損額は４８万６,０４０円で、分担金の滞納繰越分３７人、３５万５,７００円、使用料

の滞納繰越分１０人、１３万３４０円となっております。 

 収入未済額５５３万６７７円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金１項分担金では受

益者分担金の現年２２人、滞納繰越分１２８人で１６８万９,８００円。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料で現年３６人、滞納繰越分１０４人で、３８４万８７７円で

ございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額４億５,０１８万５,０００円に対しまして、支出済額は４億４,６０５万

９,４９９円で執行率は９９.１％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は４１２万５,５０１円となっております。 

 歳入歳出差引残高は、０円の決算となっております。 
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 平成２３年度末の町全体の下水道集合処理の普及率は、３８.３％となっております。 

 続きまして、認定第７号平成２３年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３億１,６９９万９,０００円、調定額３億１,８１１万５,４３８円に対しまし

て、収入済額は３億１,５５５万７,３３８円で、収入率は９９.２％でございます。 

 不納欠損額は４４万５,３８０円で、分担金の滞納繰越分１８人、４３万７,５００円、使用料

の滞納繰越分２人、７,８８０円となっております。収入未済額の２１１万２,７２０円の内訳に

つきましては、１款分担金及び負担金で、分担金の現年８人、滞納繰越６４人で１２０万

７,７４０円、２款使用料及び手数料１項使用料で農業集落排水使用料の現年２１人、滞納繰越

２５人で９０万４,９８０円でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３億１,６９９万９,０００円に対しまして、支出済額は３億１,５５５万

７,３３８円で、執行率は９９.５％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１４４万１,６６２円となっております。 

 歳入歳出差引残高は、繰入金で財源調整を行い、０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第８号平成２３年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額２,９１０万７,０００円、調定額２,７９４万１,５２９円に対しまして、収入

済額は２,７５６万６,０４７円で、収入率は９８.７％となっております。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額は、２款使用料及び手数料１項使用料で現年６人、滞納繰越

１１人で３７万５,４８２円でございます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額２,９１０万７,０００円に対しまして、支出済額は２,７５６万６,０４７円で、

執行率は９４.７％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１５４万９５３円となっております。 

 歳入歳出差引残高は、繰入金で財源調整を行い、０円の決算でございます。 

 続きまして、認定第９号平成２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまして、

補足説明を申し上げます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額７,６４１万６,０００円、調定額７,４０３万２,４５６円に対しまして、収入
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済額は７,４０３万２,４５６円で、収入率は１００％でございます。 

 不納欠損、収入未済額ともに０円となっております。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額７,６４１万６,０００円に対しまして、支出済額は７,４０３万２,４５６円で、

執行率は９６.９％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は２３８万３,５４４円となっております。 

 歳入歳出差引残額は、０円の決算でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。単位は千円で記入しております。 

 ３２５ページをお願いいたします。 

 一般会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１５６億７,２１１万円、歳出総額１４６億５,５３９万１,０００円、歳入歳出差引

額は１０億１,６７１万９,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源は４,５２３万

６,０００円となっており、それを差し引きました実質収支額は、９億７,１４８万３,０００円

で決算をいたしております。 

 ３２６ページは、国民健康保険事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３５億４５９万３,０００円、歳出総額３５億４５９万３,０００円で、歳入歳出差引

額は０円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３２７ページは、後期高齢者医療事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４億１,１２６万９,０００円、歳出総額４億１,０６４万８,０００円、歳入歳出差引

額は６２万１,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３２８ページをお願いいたします。３２８ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する

調書でございます。 

 歳入総額３２億３,６９４万円、歳出総額３１億７,９０８万３,０００円、歳入歳出差引額は

５,７８５万７,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３２９ページは、簡易水道事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額９億９,８１０万２,０００円、歳出総額９億９,８１０万２,０００円で、歳入歳出差

引額は０円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３３０ページは、下水道事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４億４,６０５万９,０００円、歳出総額４億４,６０５万９,０００円で、歳入歳出差

引額は０円でございます。実質収支額も同額となっております。 

 ３３１ページをお願いいたします。３３１ページは、農業集落排水事業特別会計の実質収支に

関する調書でございます。 
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 歳入総額３億１,５５５万７,０００円、歳出総額３億１,５５５万７,０００円で、歳入歳出差

引額は０円で、実質収支額も同額となっております。 

 ３３２ページをお願いいたします。３３２ページは、漁業集落排水事業特別会計の実質収支に

関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は同額の２,７５６万６,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３３３ページは、渡船事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は同額の７,４０３万２,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の説明を申し上げます。 

 この調書につきましては、今年度、平成２３年度でございますが、移動のあった部分について

のみ説明させていただきます。 

 ３３５ページをお願いいたします。 

 １の公有財産、（１）土地及び建物につきましては、田布施農業高校大島分校の無償譲渡に伴

うものが大きく影響しております。土地においては普通財産の増加要因のうち、田布施農高が

１万４,８１６平方メートルの増、それから長崎西住宅等の公営住宅等への所管がえにより

９,１２２.６５平方メートル増加し、差し引き９,５４８.７平方メートルの増となっております。 

 建物につきましては、木造面積のうちその他の施設で２７７.１７平方メートルの減は、田舎

美術館の解体が主なものでございます。非木造につきましては、田布施農高の建物部分

６,１３７.４９平方メートル及び大島中学校の体育館改修に伴う増となっております。 

 木造、非木造を合わせ、差し引き６,６２７.９６平方メートルの増となっております。 

 ３３６ページをお願いいたします。 

 （２）山林から（５）有価証券につきましては、移動はございません。 

 ３３７ページをお願いいたします。 

 （６）出資による権利は、柳井地域広域水道企業団へ４,２５３万１,０００円を出資いたして

おりまして、年度末現在高は、４９億５７０万４,３０５円となっております。 

 ３３８ページの山口県東部森林組合出資金の７,０００円の増は、配当金の積み立てでござい

ます。 

 ３３９ページをお願いいたします。 

 ２の物品につきましては、往診用や通所者の送迎用にリフト車を５台購入いたしておりまして、

ダンプ車を１台廃止するなどして、自動車類が差し引き７台の増となっております。備品では、

３４０ページの消防ポンプを３５台廃止にし、防災倉庫を新たに９カ所設置しております。 

 ３４４ページをお願いいたします。 

 ３の基金、（１）の財政調整基金ですが、８億８１９万４,０００円の増で、年度末現在高は
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２８億８７７万４,０００円となっております。 

 （２）の減債基金は、利息の積立金１８万１,０００円の増で、年度末現在高は３億５,２７４万

円でございます。 

 （３）の県の収入証紙購入基金は、変更ございません。 

 （４）の奨学資金貸付基金の１１万４,０００円の増は、寄附金及び利息の増でございます。 

 （５）の福祉振興基金の１４万４,０００円の増は、利息でございます。 

 ３４５ページをお願いいたします。（６）の国民健康保険基金は、積立金４,８６６万

５,０００円の増で、年度末現在高は５,０７３万９,０００円となっております。 

 （７）の介護給付費準備基金は、８６６万５,０００円の取り崩しを行いまして、年度末現在

高は０円となっております。 

 （８）のふるさと創生基金は、利息の積み立てと取り崩しを行いまして、７９４万９,０００円

減少いたしまして、年度末現在高は４億７３６万６,０００円でございます。 

 （９）の土地開発基金につきましては、土地面積で８９０.３７平方メートル、現金で

９,０６３万３,０００円それぞれ増となり、年度末現在高は２億７,０６０万７,０００円となっ

ております。 

 ３４６ページ、（１０）の中山間ふるさと水と土保全基金は変更ございません。 

 （１１）のちびっ子医療費助成事業基金は、取り崩しによりまして１,３７４万５,０００円の

減となり、年度末現在高は３,２５５万８,０００円でございます。 

 （１２）観光振興事業助成基金は、取り崩し額１,０４３万３,０００円の減で、年度末現在高

は４,１７７万９,０００円でございます。 

 （１３）介護従事者処遇改善臨時特例基金は、基金の全額５４２万２,０００円を取り崩しま

して、年度末現在高は０円となっております。 

 （１４）の福祉医療費一部負担金助成事業基金は、取り崩し額１,３７０万４,０００円の減で、

年度末現在高は２,８６０万円でございます。 

 ３４７ページをお願いいたします。（１５）のふるさと応援基金は、積み立てと取り崩しを行

いまして、３８万７,０００円の増で、年度末残高は５０７万９,０００円となっております。 

 （１６）外国語活動推進事業基金は、利息分３,０００円の積み立てを行いまして、年度末現

在高は４,７８６万６,０００円となっております。 

 また、（１７）のＣＡＴＶ加入促進事業基金は、５６万円の取り崩しを行いまして、年度末現

在高は５,９４４万円となっております。 

 以上で、認定第１号平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定から認定第９号平成

２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましての補足説明を終わります。 



- 26 - 

 なお、決算付属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付して

おりますので、御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上で終わります。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩をします。１１時まで。 

午前10時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 補足説明を求めます。石原公営企業局管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  平成２３年度周防大島町公営企業局事業決算の認定について

補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成２３年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算書類の１ページ目の決算報告書

をお開きいただきたいと思います。 

 まず、「収益的収入及び支出」の決算額でありますが、収入合計４１億８,１３４万２,２３５円

に対しまして、２ページの支出合計は４４億４,９５１万９８３円の決算となりました。 

 次に、３ページの「資本的収入及び支出」の決算額でありますが、収入合計８億６,７０５万

円に対しまして、４ページの支出合計は９億５,３７６万３,５８０円の決算となりました。 

 次に、財務諸表について御説明申し上げます。 

 まず、７ページの損益計算書について御説明申し上げます。 

 これは平成２３年度の経営状況を表すものでございますが、医業収支では８億９,４００万

４,９０４円の医業損失となり、医業外収支では５億７,７０７万９,９００円の医業外利益とな

り、特別利益４４４万円を合わせた当年度の純利益は３億１,２４８万５,８９５円の赤字となり

ました。 

 なお、現金支出の伴わない費用であります、減価償却費３億８,７５６万２,４２０円、資産減

耗費１,５５９万７,６１２円、繰延勘定除却費１,７８０万２,３６７円の合計４億２,０９６万

２,３９９円を除いた利益は、１億８４７万６,５０４円となります。 

 次に、９ページの剰余金計算書についてでありますが、借入資本金につきましては、企業債の

借り入れ及び償還、大島病院新築に伴います合併特例債の繰り入れがありまして、年度末残高が

９３億４,２４８万８,３９０円となりました。 

 資本剰余金のうち、受贈財産評価額につきましては、町よりマイクロバス及び往診車、計６台

の受入分１,９３７万２,４５０円を計上し、補助金につきましては、補助金を財源とした医療機

器の廃棄処分に伴いまして１０５万円を、医療機器に対する国庫補助金の受入分５２５万円を計
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上し、資本剰余金の年度末残高が１０億５,１９８万５,５２６円となりました。 

 利益剰余金のうち、利益積立金及び建設改良積立金につきましては、２２年度の欠損金処理額

を計上し、未処分利益剰余金につきましては２３年度欠損金３億１,２４８万５,８９５円を計上

し、利益剰余金の年度末残高が２３億７,４４６万７８２円となりました。 

 次に、１１ページの欠損金処理計算書につきましては、議案第１号の補足説明で申し上げまし

たが、平成２３年度欠損金を建設改良積立金から繰り入れし、補填しております。 

 次に、１３ページからの貸借対照表について、御説明申し上げます。 

 これは、平成２４年３月３１日時点の財政状況を表しております。１４ページの資産合計は

１９８億１,８８６万３,１８０円、負債合計は１４億６,７９１万５,２５２円、１５ページの資

本合計は、１８３億５,０９４万７,９２８円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、付属資料といたしまして、１７ページ以降に事業報告

書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、大島病院移転新築工事が終了しましたの

で、継続費精算報告書を添付しております。 

 平成２３年度決算は赤字決算となりましたが、３病院を堅持し、地域医療を守るためにも、経

営改善に全力を挙げ、信頼される病院づくりに職員一丸となって努めてまいりたいと思います。 

 以上で、認定第１０号平成２３年度周防大島町公営企業局事業決算の認定についての補足説明

を終わります。 

 なお、本決算書は地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審議の上、御認定を賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑は議案ごとに行います。なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、

後ほど所管委員会への付託審査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としております

ので、ここでは総括的・大綱的な質疑を行っていただきたいと思っております。 

 認定第１号平成２３年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について、質疑に入ります。 

 一般会計歳入歳出につきましては、歳入と歳出を分けて質疑を行います。 

 まず、歳入について質疑を行います。なお、財産に関する質疑もここでお願いをいたします。

質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  まず第１件は、いわゆる地方交付税の基礎となる基準財政需要額

と収入額について、質疑をします。これが１件です。 

 それと、２件目。不納欠損の多い部分として、先ほど報告があった部分でですね、町税のうち

の固定資産税、これはどういった性格のものなのか。例えば、町から出られるとかですね、亡く
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なるとか、どういう性格のものなんかということで、不納欠損について聞きたいというふうに思

います。 

 ３件目として、収入未済について聞きます。いいますのが、例えば国県補助金については、先

ほどあったように、繰越明許に関わる部分の収入未済ですが。それ以外の収入未済について、例

えば土木使用料とか、それとか各課にまたがるというふうに思いますが、先ほど収入未済であっ

たのは、保育園の部分については収入未済の説明があったと思いますが、その他の収入未済につ

いて、報告をお願いしたいというふうに思います。 

 併せて、実際的な部分として質疑をしておきたいのは、不用額についてであります。あっ、不

用額はいいわ。後からだね。 

 以上。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  それでは、普通交付税の基準財政需要額と基準財政収入額について

お答えいたします。 

 需要額は９３億３,３９１万９,０００円でございます。収入額は１４億３,０１５万１,０００円

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  福田税務課長。 

○税務課長（福田 美則君）  今の不納欠損のところでございますけども、決算書の歳入歳出事項

別明細書の４１ページに、それぞれの項目が入っております。その中でも、今御質問がありまし

たのは、固定資産税の不納欠損額７５５万３,４５０円という部分だと思いますけども、これに

つきましては、５年時効の部分と滞納処分の執行停止に係る３年の部分というふうになっており

ます。 

 その中に、会社の倒産とか、御本人さんが亡くなられて、相続人の方が、全て相続放棄をされ

るというような状況の中で、金額としては、この金額が上がっているというような状況になって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  中野教育次長。 

○教育次長（中野 守雄君）  収入未済額ということでございますが、教育委員会では、学校給食

費と奨学金がございます。 

 まず、学校給食費でございますが、現年度の、いわゆる滞納、未収額が１３万６,５７５円で

ございます。過年度分も合わせまして、１２２万９,７６７円となります。 

 奨学金につきましては、実際に一般会計に入るのは旧久賀だけでございますが、旧久賀、旧東
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和そして、新町の奨学金で言いますと、償還残額が平成２３年度末で、全部合わせまして

１,２７６万７,６００円となっております。そのうち滞納金額が２９１万８,０００円となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 

○環境生活部長（松井 秀文君）  環境生活部所管の土木使用料、住宅使用料と住宅使用料の滞納

繰越分でありますが、先ほど会計管理者のほうから説明がありましたように、収入未済額、現年

度分が７１１万７,０５０円、滞納繰越分４,９４９万８,６４７円、滞納分も含めて今年度未収

分として上がってきておるんですが、分納誓約件数は本年度３件。今までも６２件の分納誓約を

交わしとるわけですが、これについては、税務課と今、共同で徴収に当たっておるわけで、これ

が私法上の債権で言うなら、今の、時効５年っていうのがありません。 

 それで、その分納誓約についてはある程度、時効がある税のほうを優先してとる関係で、今こ

ういう状況になっております。 

 以上であります。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  一つは、基準財政需要額についてであります。これが基本的には、

昨年度と比較すると、これは決算カードですからね、実際的には整合性があるかどうか、ちょっ

とわかりにくいんですが、実際的にこの数字を見ると、２２年度７８億３,０５７万３，０００円

ということになっております。これは、基準財政収入額及び財政需要額、同じ数値で言えば、ど

ういう形の中で、２２年度と比較して、基準財政需要額がふえたのかという部分で、再質問して

おきたいなというふうに思います。 

 それと、もう一つは、実際的に、今、部長が答弁されたように、住宅関係については時効がな

いんだと、だから税のほうから徴収して、そして実際的には住宅家賃については後回しにしとる。

まあ、後回しという表現を使ったかどうかちょっとわかりませんが、実際的にはそういうニュア

ンスの答弁であったんではなかろうかということであります。 

 ただ、私が気にかかるのは、いわゆる収入未済が実際的にふえてきよるんかどうか、横でいき

よるんかどうなのかという点で、質問しておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  普通交付税の昨年度との比較ですけれども、先ほど議員さんは、

２２年度の当初との比較ということで、おっしゃられましたけれども、２２年度の再算定後に、

と比べました基準財政需要額はですね、あ、済いません。交付額は７億３,８０７万円となって、

増額となっております。 
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 それで需要額はですね、やはり人口が減少しまして、その関係で需要額が増額となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 

○環境生活部長（松井 秀文君）  収納率とも関係しますけど、住宅の使用料と、その住宅使用料

の滞納分でございますが、昨年度と比べて現年度分で収入未済額が１１０万円ぐらい減っていま

す。昨年が８２０万円。ことしが７１０万円。そして滞納分の徴収、収入済額ですが、昨年度と

比べてこれも１１０万円ぐらい、逆にふえています。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  大変申しわけございません。交付基準額は、７,３８０万７,０００円

の間違いです。済いません。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に歳出について質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  基本的には、歳出にかかわる部分については、職員の状況、いわ

ゆる対前年度の状況について、それなりに落ちちょるんじゃなかろうかというふうに思います。 

 金額等で見れば、対前年度職員手当を含めて、９,０００万円ぐらい落ちちょるんじゃないか

というのが推定です。 

 実際的に、例えば、４月１日での町職員の状況、これも前年度大体２５０人の動向ではなかっ

たかと思いますが、職員の動向の実態を、報告していただきたいと。 

 まあ、これは、出しやすい数字として、４月１日でもいいです。一応決算上生きちょるという

ふうに思いますので、その動向について質問しておきたいというふうに思います。 

 それと、２点目が、これは椎木町長と考え方が違うんですが、商工会ですね、それと観光協会。

これに対する支出の補助金のあり方として、今まで議論してきたのは、町長のほうはですね、そ

の必要性があるんだから、いわゆる団体補助だという考えで何回も答弁されました。 

 それで私のほうは、あくまで、議員から見たらわかりやすいように、決算上は、どういうふう

に町の補助金が使われたのか、これをやっぱり明確にするためにも、できるだけ、補助に対して

どのように使われたのか、それが決算上明らかになる方向で答弁を求めたいということをずっと

やってきました。 

 そういう中で、所管課について、商工会と観光協会について、町の補助金がどのように使われ
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たのかというのが、やっぱり議会のほうの報告に、私は必要じゃないかというふうな立場です。 

 そういう立場で、ぜひ、わかる範囲でいいですからね、お願いしたいと。 

 それともう一つは、指定管理。支出について各所管課で、指定管理としてですね、支出がされ

ております。その指定管理も、実際的な、やっぱり議会に対して、どういうふうな状況だったの

かということは、当然、この決算の中で報告を求めておきたいと。実際的な指定管理の動向につ

いて。 

 その２点について、まず質問いたします。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  職員数の動向でございます。 

 ２２年４月は、３０６人でございました。２３年４月は、２８８人ということになっておりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  西本産業建設部長。 

○産業建設部長（西本 芳隆君）  商工会及び観光協会の補助金のあり方ということでございます。 

 商工会につきましては、補助金の額は、事業費に対して、１割弱ぐらいです。それから、観光

協会につきましては、確かに、おっしゃられるとおり、８割方を町の補助金で運用しているとい

う状況がございます。 

 決算の状況については、議員さんに毎回質問をいただいております。わかりやすい決算報告を

ということで、昨年に比して、少しは改善しているような状況でございます。 

 なお、補助金の配分につきましても、一応、手持ちの資料等が、むこうが今回作成した資料等

はできておりますが、必要であればまたこれも提供できると思われます。 

 町の補助金がどのように使われているかということですが、まあ、概算の補助ですので、個々

にどの様にというのがなかなか難しゅうございますが、ある程度、こういうところに、人件費に

これぐらい入ったとかいうのは、やはり明確にしたほうがいいということで、指示を出しまして、

そういう資料もある程度作成しておりますので、御参考にしていただければと思います。 

 それで、全部を、補助の関係を全部把握するというのはなかなか、金額の多寡にかかわらず、

他の団体でも、社会教育団体等におきましても補助を出しているのがありますが、そこまで町が

関与しているというのは少ないわけで、ある程度、団体の自主性に任せているという部分もござ

います。 

 ただ、予算編成あるいは決算の時期につきましては、決算資料を出していただいて、それでお

かしな点とかは、各担当課のレベルでチェックはしております。まあ、それと、各団体でも監査

をしているという状況がありますので、ある程度は、裁量を任せないと、その補助の性格上いき

めがいかないという部分もありますので。できるだけ資料は提示していきたいという方向ではあ
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りますが、一方では、また、団体の自主性という面も考慮いただければと思います。 

 それから、指定管理の支出状況につきましては、毎年度決算の段階で、指定管理者からの報告

が出ております。その決算の中で、指定管理料がどういうふうな形で入り、どういう形で支出し

ているという資料は出ております。 

 これにつきましては、指定管理の報告等は出ておりますが、一応これは、公開しておりません。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  中野教育次長。 

○教育次長（中野 守雄君）  指定管理でございますが、教育委員会は、ハワイ移民館と八幡生涯

学習むらがございます。１期、２期とも、各団体より収支報告を受けております。運営状況、収

支報告ともおおむね良好と考えております。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  商工会にかかわる部分それと、観光協会にかかわる部分について

は、資料は持っちょると、提出もやぶさかではない、という回答じゃったんで、委員会の中で、

ぜひ資料提出等を要望したいと、これは議長を通じてということになりますので、お願いしたい

というふうに思います。 

 それともう一件。指定管理についてですが、まあ、実際的には、それぞれ、ノウハウがあって、

指定管理については決算を受けちょるが、公開してないんだということであります。まあ、そう

いうふうなニュアンスの答弁でありますが、やっぱり決算として、報告は、私は、各所管委員会

ならね、できるんじゃないかというふうに思われます。 

 ぜひですね、提出すべきは提出していただきたい、ということを要求しておきたいというふう

に思います。これは町長の判断になりますか、どっちの。指定管理については。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前11時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時30分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  指定管理者の収支でございます。 

 これ、当然私たちも指定管理の協定を結んでいる以上は、毎年の収支はいただいておりまして、

それに基づいてこの３年間の協定で、３年間全体の２年半ぐらいですか、全体を見て、次の指定

管理の公募のときにそれを反映させるという状況になります。 

 それを公表するかどうかということでございますが、指定管理者の収支は、当然指定管理者の

自分のノウハウ、または努力、またはそういう形を使って、いかにいい指定管理をするかという
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ことの独自の努力が入っとるわけでございます。そこの中に、当然人件費や、または会社であれ

ばその配当とか、または役員報酬とかそういうものも全て含まれた人件費もありますし、また、

対外的にどういうところに委託しているとか、どういうところの雇用をやっているとかというこ

とも入っております。 

 これらは、言うなれば、その指定管理施設ごとに指定管理料を出すか、または納付金を入れて

いただくかということもありまして、その指定管理者独自の努力の成果が含まれとるということ

でありますし、こちらから積極的に相手方の企業の内情を明らかにするということは、いかがな

ものかと思っております。これは、もし出すとすれば、私たちの指定管理料で収支がどうなって

いるかということは、それは、出してしかるべきと思いますが。しかしながら、収支の内容全部

について、それは、相手方の企業の了解があれば出してもよろしいと思いますが、こちらから積

極的に相手方の、言うなれば、指定管理者の決算内容でございますので、それは、指定管理者の

ほうの了解を取った上でということになると思います。 

 もう一点、観光協会のことをいつも、商工会ですか、商工会は余り特に問題になっていないと

思うんですが、商工会は、全体の何割かの補助ということになっておりますが、しかしながら、

これも私たちの中で、予算のときに精査して、それで決算上それを変えるということは今まで行

っておりません。 

 言うなれば、できるだけ商工会の事業の中で、例えば人件費とかじゃなくて、町内の商工業者

のためになる事業についての一部を補助するという形をとっております。 

 もう一点、観光協会、いつも議論が分かれるんですが、実は、観光協会の事業費が２,６５７万

３,０００円のうち、２,０２０万円の補助をいたしております。これは、このことについて、包

括的な補助なので、もう少し明細をちゃんとして報告してくれという要望をたびたびいただいて

おります。 

 今回は、私どものほうから観光協会にそれぞれの事業について、一つ一つの精算が目に見える

形でやっていただきたいということも要請いたしております。言うなれば、今までは、人件費だ

けは別出しにして、そして事業は事業としてやっとるから、なかなか見えにくいということがご

ざいました。 

 たくさんの事業をやっていただいておりますから、その事業ごとに人件費を割り振って、そし

て１つの事業ごとに精算が見えるような形にしていただきたいということを要請をいたしており

ますので、そのような決算内容、また、資料も出ておると思いますので、委員会のほうでお示し

したいと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  今、町長のほうから商工会及び観光協会、そして、町が指定管理
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をして、指定としたものの決算状況について答弁がありました。 

 私たちは、町の議員ですから、確かに言われるように、どこまで見ていくかというのは実際的

には非常に難しい側面があるというのはわかっております。 

 やっぱり議員の立場といえば、どういう団体であれ、どういう出し方であれ、やっぱり私は、

最終的には議会が実際的には精査していく必要があるという立場です。ですから、指定管理料に

ついても、やっぱり皆さん方は３カ年分含めていろいろ町の基準をつくって指定管理料をはじき

ます。しかし、その結果は、やっぱりある程度議会としても私は監視能力がいるんではないかと

いう立場なんで、ぜひ今後とも、早よ言うたら、指定管理についてもできるだけ見れるような方

向、決算状況が見れるような方向を求めちょきたいというふうに思います。 

 以上です。終わります。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 認定第２号平成２３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  昨年は、国保会計について特徴は、１つは６月にいわゆる本予算

方式というのが１つの特徴でした。なおかつ、引き上げ、大幅なという言い方をしましたが、や

っぱりかなりの引き上げがされたと。町長は、できるだけ引き上げを抑えるために、いつも私が

言う任意の繰り入れをしたんだということで、実際的には取り扱いをされました。 

 そういう中で、実際的に昨年度引き上げ、６月になりますから前年度比較が難しいかもわかり

ませんが、例えば引き上げにかかわる１世帯当たり、そして、１人当たりという格好で、ぜひ、

まず答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  福田税務課長。 

○税務課長（福田 美則君）  今、広田議員さんの御質問に、６月に国民健康保険税の税率改正を

行いました。その時点での影響ということだと思いますので、まず被保険者１人当たりにつきま

して、２２年度実績では６万９,３３２円です。税率改正のこうした試算をした段階では７万

６,９０８円で、７,５６７円の引き上げと。 

 同様に、１世帯当たりにつきましては１１万２,９３８円のところが改正しますと１２万

５,０３５円で、１万２,０９７円の引き上げということでの試算をしております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  私も、あの時の議論で、一定程度の繰り入れをすれば、国保税の
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引き上げは必要ないんじゃないかということで議論させていただきました。その中で、３月の最

終補正で、基金に積み込まれました。それで、執行部の皆さんは私がいつも言うように、小さい、

弱い会計については、基金に積みなさいということをたびたび言うてきて、あのときに、基金に

積み立てることについて座っときました。それで変な顔をされました。 

 いいますのが、実際的には弱い会計ですから、実際その年度に引き上げがあったわけですから、

トータルでいけば結局は引き上げが響いちょるというのが国民健康保険に加入する国保世帯なん

です。これをまず理解していただきたいと。 

 そして、もう一つは、年末段階での繰入金調整、いわゆる一般会計から国保会計への繰り出し

を元に戻す方法、これはやめてくださいということを何回も言いました。 

 財政のほうに聞きますが、今回、繰入金調整した額、一般会計から国保会計に繰り出す決定を

した後、議会の議決をせんこう取りやめましたよという額は、１億円を超えちょるんじゃないか

と思いますが、数字について報告を求めたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  一般会計から、国保特別会計への繰り出しの不用額ですけれども、

１億２,８００万円ほど不用額が出ております。 

○議長（荒川 政義君）  いいですか、はい。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 認定第３号平成２３年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第４号平成２３年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  これも、以前といいますか、３月の議会でも議論したところであ

ります。 

 いいますのが、介護保険に関する基金、これについてかつては３年ごとにゼロにするちゅうよ

うな時期がありました。実際的には、私も３月に決して全部取り崩さんでええんじゃないかとい

う議論をしました。３月末に実際的には基金をゼロにしました。 

 その基金のゼロが、結局は、翌年度の山口県下一高い介護保険料になったというのは事実なん

です。値上げ率が、引き上げ率が山口県下一になったというのが、私は客観的事実であろうとい

うふうに見ております。そういう中で、実際的に介護保険の基金、これをやっぱりきちっと使え
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ば、ゼロにせずに引き下げに使えば、引き上げ率アップにはならんというふうに私は見ておりま

すが、それが違うというなら、椎木町長の考え方聞いちょきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  介護保険会計の特別会計でございますが、介護保険会計につきましては、

国保などと違いまして、３年間の中期財政見通しという形で、３年ごとの見直しが行えるという

ことが法律で明記されとるわけでございまして、そこで、今の基金の問題は、その間の調整につ

きましては、当然その財政調整にすがるべきだと思っております。 

 今の議員さんの御指摘は、そこにある基金を使って、次の期の今で言えば５期ですが、５期の

介護保険の保険料の軽減に使うべきだという御指摘だと思っております。当然基金が残っておれ

ば、５期の中でも基金は残るわけでございますが、今回の介護保険料の改定、税率改正は、当然

ながらこの次の５期の３年間の中で見込まれるであろう介護給付費の総額から計算して、いずれ

にいたしましても、介護保険料の改正を行わなければ、３年間が賄えないということから出たも

のでございまして、今の基金を、その介護保険料を下げるのに使うとかいうのではなくて、当然

基金がもしそこに大量にあれば、当然その５期のほうに繰り越して、嫌でも繰り越すわけですが、

その中で、３年間の財政調整に使うべきだというふうに私も思っております。 

 だから、今回の介護保険料が、山口県一高くなったという御指摘で（「引き上げ率」と呼ぶ者

あり）引き上げ率が一番高くなったということで、引き上げというのではなくて、言葉が引き上

げ率というふうに言われると、非常に何か適切でないと思うんですが、これは、介護保険料の改

定だというふうにおっしゃっていただきたいと思いますが、県下で高いとこだと思いますが、い

ずれにいたしましても、介護給付費と介護保険料というのは連動しとるわけですから、介護給付

費は低いのに、介護保険料だけが改定で高くなったということは全くないわけでございますから、

ぜひともそこらは御理解いただきたい。 

 それと、介護保険料と介護のための基金というのを、常にその基金がどんどん積めますという

ことではありませんので、できれば健全な介護保険会計をやるためには、当然その給付と保険料

とのバランスというものはいつもイコールになるべきだと思っておりますので、できるだけ皆さ

ん方に健康づくりに参加していただいて、介護保険のお世話にならないということをやるのが大

事だと思っておるところでございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  結局は、介護保険の基金をどう考えるかというところで、実際的

には考え方の違いがあるんかなというのが、今、答弁を聞いた中身です。私たちはその基金があ

るときに、３カ年で出発するときには、少なくともそれ以上の引き上げ、引き上げ率がアップに

ならんような努力として基金を使うべきだという、介護保険加入者の実態に即して考えるという
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立場から出発しとるわけです。 

 介護保険に加入される人、国民健康保険に加入される人、その人たちの気持ちや生活実態、そ

れから求めておるんだということを再度申し入れておきたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 認定第５号平成２３年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第６号平成２３年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第７号平成２３年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第８号平成２３年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第９号平成２３年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第１０号平成２３年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  先ほど、公営企業管理者のほうから赤字処分を含めて実際的な補

足説明がありました。 

 一応聞いておると、数字的に赤字にならない額、これが先ほど答弁されました。しかし、中身
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としてはかなり苦労しちょるというのが３億１,０００万円にあらわれちょるんじゃないかとい

うふうに思います。 

 そこで、１つは２３年度中に医師の確保、看護師の確保をやられたと思います。そういう中で、

どうにか赤字を圧縮したいという努力もされたと思うんです。しかし、今回の決算上を見て、例

えば大島病院なんかを見ても若干２億円ぐらい、その前の年は減価償却等があったんで、かなり

大幅な大島病院の。ただ、圧縮はしたものの、収益は減る、費用がふえるというような状況もあ

ります。東和病院なんかについてもです。 

 そういう状況が、医師や看護師、その他の技術者等が今、どういう状況なのか。例えば２３年

度末でいえば、医師は１８人、看護師も前年度よりふやされたという状況もあるんですかね。実

際的にはどうなのか、いわゆる実態です。どういうふうな状況だったのかその赤字の要因につい

て、一応聞いちょきたいというふうに思います。 

 例えば、事業収支及び利益状況について簡単にでいいですが、財政のほうが答弁できればして

いただきたいのと、企業局として、全体として、赤字の圧縮についてどう考えちょったのかとい

う部分を含めて答弁を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  石原企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議員さん御指摘のように、赤字は３億１,０００万円という

ことで、かなり努力しているところです。特に、医師の確保ということで、やはり医師が大変少

ないということで、医師は昨年度、少し補充は難しかったんですが、本年度、東和のほうに外科

の先生は２名ということで、ふえております。昨年度また自治医の先生も来られていますので、

医師はふえています。 

 それと、あと看護師さんのほうですが、この２２ページにありますけれども、看護師さんをか

なりふやしております。それでも、なおかつ、やはり看護基準が足りませんので、大島病院が

６０床の療養型の病床が５０床でしか動いていないという形になっています。ですから、それが、

多分あと１０人ふえるのと、東和病院もちょうど改築に入っていますので、少し入院患者は減っ

ているという状況です。この入院患者が両方の病院で１０人ずつ増えれば、どうにか採算ベース

ではこれほどの赤字は出さなくて済むかと思っております。 

 ですから、やはり人がどうしても必要で、町のほうは定員削減してかなり努力されているのに、

うちの企業局だけちょっとふえるのも気が引けるとこなんですが、どうしても、やはり人がいな

いとどうにもなりませんので、増やしています。緊急なところでは、大島病院の内科の常勤を

１名はぜひ確保したいなと。看護師さんをやはりかなり確保したいという状況です。 

 あと、数値的に詳しいほうは、課長のほうから。 

○議長（荒川 政義君）  村岡公営企業局財政課長。 
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○公営企業局財政課長（村岡 宏章君）  ２３年度の決算についてということで、こちらの議案つ

づりには、６施設の状況で上がっておりますが、実際は１６施設の細々とした、細部にわたる状

況がありますので、それについて説明させていただきます。 

 東和病院に関しましては、対前年比ですが３,３９０万円程度の悪化で６,０４０万円の赤字。

橘病院につきましては、５７０万円の改善がされましたが１,１８０万円の赤字。大島病院につ

きましては、先ほど議員さんのほうからも言われましたように、資産減耗費の３億１,０００万

円を加味しまして２億４,３４０万円の改善はされましたが６,９４０万円の赤字。やすらぎ苑に

つきましては、１,４６０万円悪化しまして５,２３０万円の赤字。さざなみ苑は、ほぼ同額なん

ですが２,４５０万円の赤字。看護学校につきましては、２,７９０万円悪化しまして１,６７０万

円の赤字。健康管理センターにつきましては、３健康管理センターともほぼ横ばいではあるんで

すが、東和が４００万円、橘が５２０万円、大島が２８０万円の赤字。訪問看護ステーションに

つきましては、３００万円悪化しまして８６０万円の赤字。居宅介護支援につきましては、東和

が６２０万円の黒字、橘が２３０万円の黒字、大島が１１万円の赤字。やすらぎ苑が９０万円の

赤字。健診事業につきましては、１３０万円悪化しまして４６０万円の赤字。総務部につきまし

ては、５,７００万円改善はされたんですが５,９４０万円の赤字となって、今年度、２３年度

３億１,２４８万５,８９５円の赤字という状況になっております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成２３年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１０号平成２３年度周防大島町公営企業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１０議案を、本日配布しております議案付託表により、所管の

常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号平成２３年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１０号平成２３年度周防大島町公営企業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１０議案を、本日配布しております議案付託表のとおり、所管

の常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

 暫時休憩をします。午後１時から開会をいたします。 

午前11時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 
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○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２号 

日程第１９．議案第３号 

日程第２０．議案第４号 

日程第２１．議案第５号 

日程第２２．議案第６号 

日程第２３．議案第７号 

日程第２４．議案第８号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１８、議案第２号平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）から日程第２４、議案第８号平成２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）までの７議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  議案第２号平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、補足説明をいたします。 

 別冊の補正予算つづりの１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に８億９,０７９万

９,０００円を追加し、予算の総額を１４９億６,９３８万５,０００円とするとともに、第２条

により地方債の補正を行うものであります。 

 まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 

 ９ページをお開き願います。 

 歳入につきまして、８款地方特例交付金は、交付額の決定により、減収補填特例交付金を

２４２万２,０００円増額するものであります。 

 ９款地方交付税は、普通交付税の交付額が７６億１,８８９万１,０００円と決定されましたの

で、３億１,８８９万１,０００円を追加計上するものであります。 

 １７款繰入金は、財政調整基金の取り崩しを２億９,７０６万６,０００円減額し、財源調整を

行っております。 

 １８款繰越金は、平成２３年度からの繰越金を９億６,１４８万３,０００円追加するものであ

ります。 

 １０ページ、１９款諸収入４項雑入２目雑入は、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算

分４,３１９万８,０００円、盗難事件のありました側溝蓋の弁償金６４万円、財団法人山口県市

町村振興協会の地域づくり推進事業助成金２００万円のそれぞれ新規計上であります。 
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 ２０款町債は、県営農業基盤整備事業に充当する過疎対策事業債３０万円を追加計上し、発行

可能額決定に伴う臨時財政対策債を１億４,１０６万９,０００円減額計上いたしました。 

 １１ページからの歳出について、主なものの御説明をいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費５目財産管理費は、財産管理一般経費において修繕費及び工事請負

費を追加計上しております。６月定例会においても追加補正を行ったところですが、その後、竜

崎温泉や陸奥記念館、旧田布施農高大島分校等に緊急的な対応を行ったため、今後に備え、補正

計上するものであります。基金管理経費は、地方財政法第７条第１項に基づき、財政調整基金へ

５億６,４２９万１,０００円、減債基金へ１億５,０００万円を積み立てることといたしました。 

 ６目企画費は、旧田布施農高大島分校浄化槽の修繕に要する経費２５万円及び進入路の改修工

事請負費５５万円をそれぞれ計上しております。 

 ７目支所及び出張所費は、地域の要望に対応するため、久賀、大島、東和、橘の各支所経費の

工事請負費、原材料費、小規模施設整備事業補助金を追加計上しております。また、久賀支所経

費においては、法定外公共物等の管理において不足が見込まれる賃金、前島公民館の修繕費及び

消防署の検査において指摘のありました地下タンクの検査委託料を別途計上しております。 

 １３ページ、９目地域振興費は、総務省が推進する地域おこし協力隊事業に取り組むため、そ

の必要な経費を新規に計上いたしました。この事業は、地方自治体が新たに都市住民を受け入れ、

産業の応援や住民の生活支援などの地域協力活動に従事してもらいながら定住を推進していく事

業であり、このたびは隊員への報償費、活動費、公募のための広報費等を計上しております。財

源につきましては、特別交付税において措置される予定であります。また、コミュニティー施設

２カ所の警報設備修繕費の追加計上及び市町村振興協会の地域づくり推進事業助成金の財源振替

も行っております。 

 １４ページ、２項徴税費は、今後の固定資産税過誤納分の償還に対応するため、８万円を追加

計上するものです。 

 ３款民生費１項社会福祉費２目生涯福祉費は、１０月１日から施行されます障害者虐待防止法

に対応するため、障害者虐待防止センターの設置に要する経費１９万２,０００円及び緊急時の

居室確保のための給付費２８万５,０００円を新規に計上しております。 

 ５目介護保険対策費は、介護保険利用者負担軽減事業の過年度精算による償還金の計上であり

ます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、たちばなケアプラザ及びしまとぴあスカイ

センターの火災報知機やエアコン等の修繕に要する経費をそれぞれ追加計上しております。 

 ２目予防費は、生ポリオワクチン接種から不活化ポリオワクチン接種への一斉切りかえに対応

するため、予算の組みかえを行うものであります。集団接種にかかる経費を減額し、個別接種の
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ための委託料５０５万９,０００円と切りかえに伴うシステムの改修委託料８９万６,０００円を

追加計上するものであります。 

 ４目火葬場費は、斎場建設事業において、事業実施に当たり中四国防衛局の指示を受け、遺体

保存冷蔵庫等を工事請負費から備品購入費に組みかえを、また、火葬場等管理経費では、大島斎

場の利用が多く、これに伴い、合併浄化槽汚泥引き抜き手数料の不足が見込まれるため、これを

追加計上しております。 

 １６ページ、５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費は、担い手育成総合支援協議会の事

業の拡充に伴い、これらに要する経費について追加計上するものであります。 

 ５目農地費は、地域の要望対応として、農道２件、水路１件の改修工事請負費２００万円を追

加計上しております。 

 ３項水産業費１目水産業総務費は、三蒲地区水産加工団地内の町有地の一部について払い下げ

を予定しており、分筆登記等に要する委託料２４万６,０００円の新規計上であります。 

 ２目水産業振興費は、油宇地区の漁船巻上げ施設及び給油タンクの改良工事と安下庄地区の集

出荷用生けす及び冷蔵施設の新設工事の要望について、漁業経営構造改善事業において対応する

ため、追加の計上を行うものであります。 

 ３目漁港管理費は、新たな漁港施設の改修経費として、工事請負費１,２３１万１,０００円及

び事業実施に必要な測量委託費４０万円の追加計上であります。 

 １７ページ、６款商工費１項商工費２目商工業振興費については、ウィンドパーク管理運営経

費において、空調機、スポーツトラクター等の施設整備の修繕に要する経費を追加計上し、また

ながうらスポーツ滞在型施設管理経費では、経年により不具合の見られる合併浄化槽のオーバー

ホール及び強風により破損したテニスコート防風ネットの補修経費、冷蔵ショーケースを更新す

るためのリース料、テニス場センターコートのフェンス、スタンドの改修工事のための経費をそ

れぞれ計上しております。 

 ３目観光費は、岩国錦帯橋空港の開港が１２月１３日に予定されておりますが、これを契機と

した周防大島町の観光ＰＲとして、空港内へＰＲ看板を設置するとともに、着ぐるみを製作する

経費を新規に計上しております。また、道の駅サザンセトとうわの冷蔵ショーケースの更新に伴

うリース料につきましても、新規に計上しております。 

 １８ページ、７款土木費１項土木管理費１目土木総務費は、昨年度からスタートいたしました

住宅リフォーム資金助成事業につきまして、申請も非常に多いことから、これに対応するため、

５００万円の追加計上をするものであります。 

 ２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費は側溝蓋弁償金を受けて、側溝蓋ほか道路橋りょ

う維持に必要な工事材料費を購入しようとするものであります。 
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 ５項都市計画費１目都市計画総務費は、都市計画審議会開催の必要が生じたため、報酬及び旅

費を新規に計上しております。 

 １９ページの８款消防費１項消防費４目災害対策費は、海抜表示板設置事業に山口県市町村振

興協会の地域づくり推進事業助成金を充当し、財源を振りかえようとするものであります。 

 ９款教育費１項教育総務費２目事務局費は、情島教職員住宅の屋上に防水改修工事を施工する

ため、設計監理委託料４９万４,０００円及び工事請負費５１４万５,０００円を新規に計上する

ものであります。 

 ２項小学校費１目学校管理費の小学校管理事務局経費は、城山小学校屋内運動場玄関屋根の修

繕のほか、小学校の修繕費１８７万円、小学校が排出する廃棄物の運搬処分費１８０万１,０００円、

浮島小学校屋外倉庫の改築工事請負費３５０万円をそれぞれ追加計上するものです。また、明新

小学校屋内運動場改築事業経費では、解体に伴う周辺樹木の伐採経費３６万８,０００円と、解

体工事の追加工事費２７１万３,０００円を計上しております。 

 ２０ページ、３項中学校費１目学校管理費においては、安下庄中学校非常階段修繕塗装をはじ

め、各中学校の修繕費２０６万９,０００円が主な計上であります。 

 ４項社会教育費１目社会教育総務費は、１０月に山梨県甲府市において開催されます全国社会

教育研究大会へ参加する経費の計上であります。 

 ２１ページ、４目文化財保護費は、旧久賀歴史民俗資料館収蔵庫周辺の樹木について、伐採処

分に要する経費１４万５,０００円を新規に計上するものであります。 

 ５目社会教育施設費は、文化センター、東和総合センター、橘総合センターの管理運営経費に

おいて、それぞれ施設、設備の修繕にかかる経費を追加計上しております。いずれの施設におい

ても、空調設備関係の修繕が主なものであります。 

 ２２ページ、５項保健体育費２目体育施設管理費は、町民グラウンド管理運営経費において、

老朽化と少年サッカー大会における他のサッカーゴールと規格を統一するため、サッカーゴール

２対を更新する経費７９万９,０００円を、総合体育館管理運営経費では、白木公有地浄化槽流

調ポンプほか修繕費２４万１,０００円をそれぞれ計上しております。 

 ３目学校給食費の大島地区学校給食センター管理運営経費では、温水ボイラー等の修繕費を、

浮島小学校給食調理場管理運営経費においては、職員の年度途中退職に対応をするため、賃金等

をそれぞれ追加計上しております。 

 １１款公債費１項公債費１目元金は、１０年見直し方式により借り入れを行った町債が１０年

を経過し、償還表が改められたことにより、今年度において元金の償還額が増額となったため、

その差額５６万円を追加計上するものであります。 

 ２３ページ、１２款諸支出金１項繰出金１目繰出金は、それぞれ特別会計の補正予算に伴う繰
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出金の調整であります。以上が歳入歳出予算補正の概要であります。 

 続いて６ページ、地方債の補正についてでありますが、過疎対策事業債、臨時財政対策債の補

正に伴う限度額の変更を行うものであります。 

 以上が、平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）についての概要であります。何

とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  西村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（西村 利雄君）  続きまして、議案第３号平成２４年度周防大島町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）について、補足説明を行います。 

 今回の補正は、平成２３年度決算に伴う精算及び今年度分の決定通知のあった歳入及び歳出の

補正が主なものであります。 

 予算書２５ページをお願いいたします。 

 第１条で既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７,１１５万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３６億２,８０７万８,０００円とするものであります。詳細につ

きましては、事項別明細書で説明をいたします。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。３款の国庫支出金１項国庫負担金２目高額医療費共同事業負担金

は、歳出の拠出金増額に対する負担金追加分として３０万３,０００円を追加します。 

 同じく３款国庫支出金２項国庫補助金１目財政調整交付金に、医療費適正化事業のための特別

調整交付金６万３,０００円を追加計上いたします。 

 ４款の療養給付費等交付金は、支払基金の決定通知に基づき、１節現年度分を２６０万

７,０００円減額し、２節過年度分１,０２０万円を前年度追加交付分として追加計上します。 

 ５款の前期高齢者交付金は、今年度の交付決定通知により８６５万８,０００円を減額します。 

 ６款の県支出金１項県負担金１目高額医療費共同事業負担金は、国庫負担金と同様の理由によ

り３０万３,０００円追加するものであります。 

 ９款の繰入金は、６節その他一般会計繰入金を７,１５５万１,０００円追加し、主として前年

度負担金等の返還金の支出に充当いたします。 

 １０款の繰越金は、前年度決算が収支ゼロ決算となったため、当初計上額の１,０００円を減

額するものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３４ページをお願いいたします。２款の保険給付費の補正は、歳入補正に伴う財源調整であり

ます。３款の後期高齢者支援金等の１７万５,０００円の追加、４款の前期高齢者納付金等の

４万６,０００円の減額、５款の老人保健拠出金の４,０００円の減額及び６款の介護納付金の
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１８万２,０００円の減額は、いずれも支払基金からの決定通知に基づく補正であります。 

 ７款の共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金の１２１万１,０００円の追加及び２目保険財

政共同安定化事業拠出金の１,５３５万３,０００円の追加は、国の指導に基づく拠出金額算定方

法の変更に基づくものであります。 

 ８款の保険事業費の補正は、近年急増しております療養費の適正化を行うための事業費として、

６万３,０００円を補正するものであります。 

 １０款の諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金へ、前年度療養給付費等国庫負担金返

還金等を５,４５８万１,０００円追加計上しております。 

 以上で、平成２４年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

終わります。 

 続きまして、議案第４号平成２４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして補足説明を行います。今回の補正は、平成２３年度決算に伴う精算が主なも

のであります。 

 予算書の３７ページをお願いいたします。 

 第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ４億４,２４３万２,０００円とするものであります。詳細につきましては、事項別

明細書で説明をいたします。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。４款の繰越金は、前年度繰越金を６２万円計上しております。 

 ５款の諸収入２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は、保険料の翌年度歳出還付を行う

ための山口県後期高齢者医療広域連合からの歳入項目でありますが、昨年度までの実績及び今年

度支出見込に基づき、５０万円を減額するものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金を６２万円追加しております。平成２３年度保険料のう

ち、平成２３年度歳出予算により広域連合納付金として支出できなかった保険料を平成２４年度

歳入予算に前年度繰越金として今回補正計上し、歳出予算により広域連合へ納付するものであり

ます。 

 ３款の諸支出金は、歳入の５款諸収入の減額と同様の理由により５０万円を減額補正するもの

であります。 

 以上で、平成２４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明

を終わります。 
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 次に４５ページをお願いいたします。 

 議案第５号平成２４年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

補足説明を行います。今回の補正は、平成２３年度決算に伴う精算を行うものでございます。 

 それでは、本文で既定の歳入歳出予算の総額に５,８０３万７,０００円を追加し、総額を

３３億８,１６９万５,０００円とするものでございます。 

 事項別明細書の５１ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明をいたします。３款１項１目の介護給付費負担金は、前年度実績による追加交

付で、過年度分として９８万１,０００円を新たに追加計上いたします。 

 ７款の繰越金では、前年度の繰越金として５,７０５万６,０００円を追加計上いたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。５２ページをお願いいたします。 

 １款２項１目の賦課徴収費では、過年度分の保険料還付金を３８万９,０００円減額いたしま

す。 

 ３款の基金積立金では、前年度決算に伴う介護給付費準備基金への積み立てとして、１,４６１万

７,０００円を増額いたします。 

 ７款の諸支出金につきましては、前年度実績に伴う国等への返還金として、４,３８０万

９,０００円を新たに追加計上いたします。 

 以上が、平成２４年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概要で

ございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終

わらせていただきます。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 

○環境生活部長（松井 秀文君）  私のほうから、議案第６号から議案第８号までについて補足説

明をいたします。 

 補正予算つづりの５３ページをお願いいたします。 

 まず、議案第６号平成２４年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

御説明いたします。今回の補正は、既定の歳入歳出予算に８６万４,０００円を追加し、予算の

総額を８億６,８０３万８,０００円とするものであります。 

 事項別明細書５９ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、一般会計から８６万４,０００円を繰り入れての財源調整であります。 

 ６０ページの歳出の１款簡易水道費１項事務費１目総務費につきましては、消費税申告により

２３年度消費税確定分と２４年度の予定納税分あわせて４６万４,０００円の増額であります。 

 ３款諸支出金１項償還金１目還付金でございますが、漏水減免により償還金の不足が見込まれ

るため、４０万円の補正計上でございます。 
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 次に、議案第７号平成２４年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 補正予算書の６１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に８０万４,０００円を

追加し、予算の総額を４億６,４８８万円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うも

のであります。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、平成２３年度下水道事業債の額の確定に伴う平準化債の追加並びに一般

会計から６０万４,０００円を繰り入れての財源調整であります。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、１款公共下水費２項事業費において、消費税申告による平成２３年度確定

分と２４年度中間予定納税分を合わせて８０万４,０００円の増額補正であります。 

 次に、議案第８号平成２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 補正予算書７１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に３６０万８,０００円

を追加し、予算の総額を３億３,４４４万９,０００円とするものであります。 

 事項別明細書７７ページをお願いいたします。 

 歳入についてであります。３款繰入金において、一般会計から３６０万８,０００円を繰り入

れての財源調整であります。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 歳出についてであります。１款農業集落排水費２項事業費１目維持管理費において、戸田浄化

センター機器の流入側電磁流量計の修繕費、日良居浄化センターの運転状況確認装置の液晶画面

及び内部基盤の取りかえ等修繕費合わせて３００万円の追加計上であります。工事請負費につき

ましては、日良居・沖浦西地区の管路におけるマンホール蓋及び舗装補修工事費の増額計上であ

ります。消費税につきまして、当初予算に３７０万円納付と見込んでおりましたが、申告の結果、

３０万８,０００円増額となりましたので補正計上いたしました。 

 以上で、議案第６号から第８号までについての補足説明を終わります。何とぞ慎重審議の上、

御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 質疑は議案ごとに行います。 

 議案第２号平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）、質疑はございませんか。広



- 48 - 

田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  まず、地方交付税について質問します。 

 今回、地方交付税の補正が３億１,８８９万１,０００円、そして、臨時財政対策債が１億

４,１０６万９,０００円減額ということで、１億数千万円の補正ということであります。それで、

基本的には、非常に３月時点で見積もりにくかった理由、１億数千万円のね。 

 双方、対策債と交付税と、基本的には、ずれがあるというふうには思いますが、実際的に見積

もりにくかった理由を、まず、聞きたいというふうに思います。 

 それとあわせて、御承知のように今回の補正は、地方交付税の補正と繰入金補正ということで、

それがほとんど財源ということに実際なっております。歳出のほうも御承知のように、財政調整

基金を大幅に積み込む補正ということになっております。 

 当初及び補正で、当初計画した分２億９,７０６万６,０００円、これをやめましたということ

とあわせて、実際的に歳出で積立金として５億６,４２９万１,０００円ということで、かなりの

財調の残ということになっております。それで、実際的に３０億円をかなり超える水準になろう

かというふうに思いますが、最終的に、補正後の実際的な財調の状況、それとあわせて、減債基

金も１億５,０００万円積み立てるようになっておりますから、減債の基金残高もあわせて報告

を求めたいというふうに思います。これが１点です。 

 それと、先ほども聞きましたが、交付税のもととなりますこの時点での基準財政需要額と収入

額、その見込みについて、報告を求めたいというふうに思います。 

 それと、支所及び出張所経費、法定外公共物という言い方もされましたが、実際的に久賀支所

経費、１１ページですが、賃金が組まれております。この賃金の組み方について、大体何人分の

何日分という組み方をされていると思います。実際的に、具体的にどういうところに当たるとい

う部分の報告を、審議に関しては求めておきたいというふうに思います。 

 それと、１３ページですが、今回改めて、その他財源１００万円と一般財源９４万円で、

１９４万円の補正がされております。ここで、地域づくり推進事業のこの増額分の考え方につい

て、例えば、報償費で組みますとか、いろいろ組んでおりますが、全体として、どういうふうな

事業形態になるんだという報告を求めておきたいというふうに思います。これは、９目地域振興

費の節区分全てという考え方でお願いしたいというふうに思います。 

 あと、民生費の１４ページです。民生費の障害者福祉であります。法改正に伴い、いわゆる障

害者虐待防止センターを起こすんだということでありますが、実際的に広域でやるとすれば、ど

ことどこでやりますよと。そして、その委託先はどこですよという格好で報告を求めたいのとあ

わせて、総事業費、総事業費というのは、防止センターへ委託する部分と、緊急時居室確保給付

費、これも、当然全体の中ではそれぞれ委託先に集約されると思うんで、その報告を求めておき
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たいというふうに思います。 

 あと、予防費については、これは全協で報告された内容だというふうに思いますが、実際的に

のどりが悪い、私自身がのどりが悪いところであります。それで、実際的に再度報告を求めてお

きたい。生ワクチンから具体的にその中身について、また予防接種のシステム改修、これは、パ

ソコンの改修ではなかろうかと思いますが、具体的にどういう改修になるんだというところを、

私どもはわかりにくいんで、報告を求めておきたいというふうに思います。 

 あと、漁港管理費に出てきます測量・設計業務、これは新たにどこをするのかという部分であ

りますが、あわせて、工事請負費１０数件出ちょるようなですが、具体的に報告できれば、ここ

とここですよという格好で報告を求めたいというふうに思います。 

 観光費の中で、備品購入「着ぐるみ」って書いるんですけど、具体的にどういう形の中で、錦

帯橋空港の中で周防大島町を宣伝するためのものか、というふうに思いますので、それも報告を

求めたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  西村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（西村 利雄君）  １４ページの障害者虐待防止センター委託料になろうと思いま

す。これは、１市４町の広域で行います。柳井、田布施、平生、上関、当町です。 

 それから、委託先は、現在相談支援事業を委託している相談支援事業所の「たんぽぽ」という

ところにお願いするようになります。 

 それから、総事業費でございますが、圏域全体では８６万７,５００円、それの案分率を掛け

て１９万２,０００円ということで算出をしております。 

 それから、緊急時の給付金でありますが、これは、緊急時に居室を確保するための経費という

ことでございまして、短期入所、短期間の算出ということでございます。１０日の３人分を見て

おります。 

 それから、予防費の不活化ワクチンが出ましたが、８月の臨時議会で、全員協議会で御説明を

申し上げましたが、国の予防接種実施規則の改正によりまして、今年度９月１日より従来の生ポ

リから不活化ポリオワクチンへ変更が実施されております。これは、従来の生ポリオワクチンが

強い免疫性が生じる反面、まれにポリオにかかったのと同じ症状が出るため、今回、ポリオウィ

ルスを殺して、不活化ワクチンを導入するものでございます。既に県の医師会と契約しまして、

個別接種により、この不活化ワクチンの接種が始まっております。このための委託料の補正とし

て、今回５０５万９,０００円をお願いするものであります。 

 そして、もう一方のシステムの内容でございます。この不活化ポリオワクチン導入に際しまし

て、予防接種関係の母子保健管理システム、これの改修が必要となりますので、８９万６,０００円
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をまたお願いすることでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  松村久賀総合支所長。 

○久賀総合支所長（松村 正明君）  久賀支所経費の賃金の補正でございますが、これの場所及び

その算出根拠でございますけども、まず、久賀の中瀬田に旧県営住宅がありましたが、それの跡

地及び八幡のバス回転場の草刈り賃金の追加で、機械持ち込み賃金１,７２０円の３２時間、

４人役でありますけども、それの計上５万５,０４０円。 

 それと、総括的に申し上げましたが、法定外公共物及び所管課不明の町有地がありますが、そ

れの草刈り賃金、やはり機械持ち込み賃金１時間当たり１,７２０円の５５時間、９万４,６００円、

計１４万９,６４０円を計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  西本産業建設部長。 

○産業建設部長（西本 芳隆君）  漁港管理費の委託料４０万円の件でございます。 

 これは、陸閘を設置するところを、具体的には船越地区ですが、民地との境をはっきりさせな

きゃいけないということで、補助事業ですので、そのような作業が必要ということで２０万円。 

 それと、導流堤を逗子地区に１個、漂砂防止のために行うんですけど、そのときの岸側の境界

がはっきりしないということで、これの境界復元を行う測量で、２件４０万円を計上しておりま

す。 

 それから、工事請負１,２３１万１,０００円ですけども、これは一応、当初では１４件

６,９５０万円を予定しておりました。大きいものでは３,０００万円の単独の工事が、地家室地

区のがあったんですけども、これらを含めて要望等ありまして、逆に先食いしたのも若干ござい

ます。それで、１４件当初に組んでおりまして、それと、更に要望が出ております１６件を加え

ますと、大体その差額で１,２３１万１,０００円を予定しております。 

 それから、観光費の備品購入についてでございますが、ことし１２月１３日に、いよいよ岩国

民間空港が開港いたします。その期待も、広島地区、山口県東部では大きいものがございます。

その開港イベント等にも使えるということで、ぬいぐるみ、今こちらにあります「ミカキン」と

「ミカトト」のぬいぐるみ２体を入れて、ぬいぐるみというのは非常に、ちょっとした集客には

役に立つと思われます。「くまモン」に負けないような、今後、使い方をしていけばいいんじゃ

ないかと思います、この２体を予定しております。 

○議長（荒川 政義君）  星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  １３ページの地域づくり推進事業の件でございますが、この

１９４万円ですけれども、このうちの１８２万円部分が、先ほど補足説明で御説明を申し上げま
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した、地域おこし協力隊の経費でございます。 

 人口減少とか高齢化で地域の力が弱まっているということで、外部から新しい担い手を招集し

ようということで、地域おこし協力隊というのが、平成２０年からスタートしております。それ

を今回やってみようということで予算を計上させていただきました。これにかかる報償費という

のは、その協力隊員へのいわゆる謝礼でございます。 

 それで、ほかの燃料費や旅費等は、その協力隊員の事務所の経費等を予定しております。 

 それから、地域づくり推進事業の残りの経費は、コミュニティーセンターの警報機の修繕に充

てることにしております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  中村財政課長。 

○財政課長（中村 満男君）  私のほうからは、普通交付税の基準財政需要額、収入額等について

お答えいたします。 

 基準財政需要額は８９億６,０４３万９,０００円、基準財政収入額が１３億２,５３８万

４,０００円でございます。 

 それと、当初算定と現在の確定との算定の困難なところということでございますが、基準財政

需要額の中には、臨時財政対策債振替相当額というのが算定されるところがございます。この臨

時財政対策債の算定につきまして、平成２３年度から３年間で、人口基礎方式から財源不足基礎

方式へ移行することになっております。その移行期間でございまして、そこに使います係数等が

なかなか把握できないというところから、このたびの臨時財政対策債の減額補正と普通交付税の

増額補正ということになっております。その他については、単位表等が若干想定と異なっておっ

たということもございます。 

 それと、基金の状況でございます。 

 今回の９月補正を持ちまして、財政調整基金が３３億７,３４４万２,０００円、減債基金が

５億２８０万７,０００円となります。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  いいですか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  もう一件だけ聞いときます。 

 交付税についてであります。御承知のように交付税については、一体どうなるんだと。国にお

いて、せっかく自民党と公明党と民主党と力を合せてやったようなんですが、中身としてはパン

クというのが国の政治において明らかになったという状況であります。その中で赤字国債を発行

ができないという状況が国において言われております。 

 その中で、例えば、今、一部では政党じゃ政権とかいろいろ手をつけるというふうに国におい
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ては言いよりますが、実は地方交付税について、大きな影響が出るんじゃないかというのが最近

のニュースであります。その中でも県は遠慮してもらう部分があるかもわからんが、町村につい

ては、かなりまだ裕度を持っちょるというニュースもありますが一体どうなのかと、赤字国債が

発行されないのがずっと続いていったら、結局は支出抑制が起こるちゅうのは当たり前の話なん

です。それで、椎木町長として、どういうふうにその状況と運用を考えとるのかという点が再質

問の中身です。 

 答弁を求めたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今、非常に異常事態ということだと思っております。 

 地方交付税の先送りということが、今、非常に話題になっておりますし、きょうの新聞でも大

きく報道されておりますが、要するに、その地方交付税の支払いを延期するというような政府の

対応は、非常に、言葉で言うたら抽象的ですが、まことに遺憾であるというふうに思っていると

ころでございます。 

 そのようなことで、当面、周防大島町の資金繰りにどのような影響が出るかということでござ

いますが、財政力の弱い市町村にまで均一、一律的に抑制するということはないというふうな報

道もされておりますし、そのようなことで、例えば、一時借入金でもってその財政の運営をする

ということになったときには、その利息分については国のほうでどっちみち補填をするというよ

うなニュースも入っております。 

 しかしながら、地方交付税が過去にこのような形で先送りされたということは、全くございま

せん。そのようなことからいたしますと、非常に、異常事態だというふうに思っております。 

 また、当初予算で御議決をいただいております３０億円という一時借入金でございますが、こ

れを持って財源を補填するということの起こらないように、できるだけ現在の財政運営の中で十

分やっていこうというふうに思っております。しかしながら、この公債発行特例法案がいつ通る

かというようなことも、私たちが今、中が見通せない状況でありますので、できるだけ早く、そ

のようなことが解消されるということが望まれるというふうに思っているところでございます。 

 当面、すぐに町の財政運営に支障を来すということはないというふうに考えております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。魚原議員。 

○議員（６番 魚原 満晴君）  ちょっと１点だけお聞きします。 

 ページ数は１５ページの４款衛生費で、４目の火葬場費ですが、先ほど説明されたんですが聞

き漏らしたところをちょっと聞きたいんですが、１８の備品購入費、あれをもう一回詳しく答弁

してください。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 
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○環境生活部長（松井 秀文君）  備品購入費で、当初、工事請負費の機械設備として予算計上し

ておったものを、国のヒアリングにおいて、備品的要素が強いということで、物品のほうに、い

うなら予算を移動させたと。それで、その内容については、霊安室の中に入れる固定式の遺体安

置冷蔵庫と、棺台車２台を工事請負費から備品のほうへ移動させたということでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３号平成２３年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第４号平成２４年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第５号平成２４年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第６号平成２４年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第７号平成２４年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第８号平成２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２号平成２４年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）から議案第８号平成
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２４年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）までの質疑を終了いたします。 

 討論・採決は会期中の最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第９号 

日程第２６．議案第１０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２５、議案第９号あらたに生じた土地の確認についてと、日程第

２６、議案第１０号字の区域の変更についての２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第９号及び第１０号について、一括して補足説明をい

たします。 

 議案第９号あらたに生じた土地の確認についてでありますが、漁港整備計画に基づき、周防大

島町大字東三蒲字若宮１９７の３地先の埋め立てられた土地３,０３８.４２平方メートルが、平

成２４年６月１日付指令平２４港湾第９２号により公有水面埋立法第２２条第１項の規定に基づ

き、しゅん功認可されたもので、地方自治法第９条の５第１項の規定に基づき、議会の議決を求

めるものであります。 

 次に、議案第１０号字の区域の変更につきまして、議案第９号でお諮りしております新たに生

じた土地を、周防大島町大字東三蒲字若宮に編入しようとするもので、地方自治法第２６０条第

１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第９号あらたに生じた土地の確認について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１０号字の区域の変更について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論・採決に入ります。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。 

 議案第９号あらたに生じた土地の確認について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立
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を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１０号字の区域の変更について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をします。 

午後１時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第１１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２７、議案第１１号周防大島町高齢農業者生きがい農園施設の設

置及び管理運営に関する条例の廃止についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１１号周防大島町高齢農業者生きがい農園施設の設

置及び管理運営に関する条例の廃止について、補足説明をいたします。 

 周防大島町高齢農業者生きがい農園施設は、平成５年度、新農業構造改善事業の高齢化地域農

村活性化モデル事業で、高齢者の豊富な経験を生かし生涯学習を継続することで、農業生産活動

などへの積極的な参加の機会を確保し、生きがいの持てる生活の場として東和西方地区に整備を

いたしました。 

 施設概要につきましては、栽培棟２棟及び管理棟１棟で、当初は洋ランを栽培し販売しており

ましたが、洋ランの消費需要が伸びず、販売収入の減少等により収支が合わなくなり、効率的な

運営が難しくなりました。このため平成１４年から利用計画を変更し、高齢農業者が年間を通じ

て育てられる作物と育苗を中心に、町民からの応募による花づくり教室を開催することといたし

ました。しかし、この花づくり教室も次第に応募が少なくなり、現在は中止せざるを得ない状況

に至っております。 
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 また、この間施設についても台風の被害を受けたこともありまして、鉄骨の腐食等老朽化が進

み、今後修繕等の維持管理に多額の費用を要するものと考えられ、また、補助事業に係る処分制

限期間も平成２４年３月２４日をもって経過していることなど総合的に勘案した結果、今年度解

体し原状回復した後、用地を返還することといたしました。こうしたことに伴い、今回本条例の

廃止をするものであります。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  平成５年に旧東和で、この条例を設置して運営してきて、実際的

にはほとんど運用がなくなったといいますか、できないという状況で新たに原状回復して戻すよ

ということなんですが、実際的に今現、例えばそういう国の補助政策がどうかは別にして、例え

ばほかの地域にそういうことをする場合には、またこういう条例が必要となるんじゃないですか。

それとも、もう補助事業がなかったら全くしないという状況なのかどうなのかね。その辺の説明

がちょっといるんじゃなかろうかと思いますので、答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  西本産業建設部長。 

○産業建設部長（西本 芳隆君）  先ほども補足説明の中にありましたけども、最初は洋ランとい

うことでその後が花づくり教室ということで、３０人を基礎に広報等で募集しております。それ

がやっぱり東和地区のみならず募集しているんですけども、広報・チラシ等で。最後は２２年に

はもう秋からの、春秋共してやっていたそうなんですが、秋からずっと参加者がいないという状

況がございます。新たなという形ではちょっと今ここでは難しいという状況です。補助事業とし

てはもうやっておりませんので、苗木等を自分らがつくるという形でやっております。ですので、

そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  多分補助が変われば名前も変わるというのが流れなんです。それ

で、例えば、そういう形で今東和ではもうなくなりましたよと、将来的にじゃあほかの地域で新

たに出発しようとすれば、できる場合があるかもわからんわけよね。そういう場合、例えば単独

で、仮に補助がなかったら単独でちゅうことになるかもわかりませんが、仮に起こるような場合

は新たに、条例を設置してやるのか、単独だからそういう条例はいらないちゅうわけにもいかん

と思うんですよ。実際的にはどのように、新たなものまで否定するのか、それともどうなのかと

いう点については、やっぱり答弁を求めておきたいと。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今回のこの周防大島町高齢農業者生きがい農園施設、これは先ほどから
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部長が答弁しましたように、平成の初めごろにそういう補助事業があって、それを取り入れて旧

東和町時代に、その高齢農業者の生きがいのための施設を整備したわけでございます。結果的に

今それがそのような要望が少なくなっているということと、非常にもう施設自体が老朽化してお

って、なかなかこれを改修してまで新たに使おうということにならないということで、今回は廃

止をいたします。 

 新たな別のその制度っていうのは、今農業の分野ではたくさんの制度はあります。そしてまた、

このような施設園芸をやろうということであれば、それはそれでまた私たちは幾らでも補助事業

探してきたいと思います。 

 今の御質問のように、やりたい人がおったときにどうなんかということでございますが、これ

は、町が主体となってやっている施設でございます。これまでも、合併前の旧町時代には例えば

ハウスを３分の２ほど補助する、助成するというふうな制度がありました。これらは要するに農

家自体に助成をするという形で、町が事業主体となるわけではなかったわけです。 

 今のところそのように新しく農業に従事する、就農するというような方々が、このような施設

園芸的なものに取り組みたいということがあれば、幾らでも私たちはその制度を探して来、そし

てまたそういう制度もたくさん今出ておりますので、それらが町が主体なのかまた地元のそれぞ

れの農業者、農業就農者が主体になるのかということで、この条例を使って新しくそういう方々

に提供するということではなくて、その都度、そういう新しい新規就農者やまた今の農業者が新

たに施設園芸を始めるということであれば、そういう支援はしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。 

 議案第１１号周防大島町高齢農業者生きがい農園施設の設置及び管理運営に関する条例の廃止

について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第１２号 
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日程第２９．議案第１３号 

日程第３０．議案第１４号 

日程第３１．議案第１５号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２８、議案第１２号町道路線の認定についてから、日程第３１、

議案第１５号町道路線の認定についてまでの４議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１２号から議案第１５号の周防大島町町道路線認定

について、一括して補足説明をいたします。 

 本案の町道路線認定につきましては、４路線の総延長１,１８９メートルを新たに町道路線に

編入するものでございます。その内訳でございますが、議案第１２号の上浜１１号線延長

２２０メートルと、議案第１３号の上浜１２号線延長１２９メートルは、小松開作地区の上浜線

改良工事完成に伴いまして、本路線と接続されたことによるものでございます。 

 議案第１４号の長尾線延長１５８メートルと、議案第１５号の長天線の６８２メートルにつき

ましては、西安下庄地区で県道大島橘線と町道源明油良線を結ぶ重要な生活道路となっておりま

して、町道の認定をお願いするものでございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１２号町道路線の認定について、質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  今補足説明の中で、副町長が言われたのは、この間いわゆる工事

をやってきましたね。それで、新たに町道認定したいという部分が報告されましたよね。それで、

実際的に今出されちょる１２、１３号資料、路線が入っちょるところを見ると、いわゆる縦路線

じゃないか思うんですが。ちょっと解釈、わかりにくいんでですね、答弁を求めておきたいと。 

 私たちが一般的にいうのは、新たにできた土地と、実際的に図面上見るとこういう格好でなっ

ちょるんでですね、答弁を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  西本産業建設部長。 

○産業建設部長（西本 芳隆君）  質問のとおり、こちらの西側にある道路が今回完成したことに

よって、このたび町道認定という御説明いたしました。従来これが個人所有の私道となっており

ました関係で、やっていなかったということですが、寄附後にこの道路と西側の上浜線と接続し

たのを機に、このたび路線認定を行いたいということで、議案に計上をしたものでございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  実線ちゅう言い方をすると逆にわかりにくくなるかと思いますが、
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田布施農高から柑橘選果場の間を、通常あそこを入る道が実線で書かれちょるわけです。通常町

道認定で、そこを実線で書いていったら、魚屋さんの角から観光タクシーさんの裏までが、町道

認定というこれ図面じゃないんですか。そうじゃないんですか。これちょっと、例えば逆に、今

まで工事をやってきました、上浜線をね。それで、済みましたよね。そしてあそこを認定するん

なら、この起点、これはちょっと地籍図がないんでわからんのんですが、実際的にこの養魚場と

住宅の間、背後地がですね。基本的には工事をやっていたところなんですよ。わかりますかね、

言いよる意味が。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩をします。 

午後２時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時27分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 佐川建設課長。 

○建設課長（佐川 浩二君）  上浜線の中の今２路線、今回路線認定上げておりますけども、養魚

場のほう、今の海老の養殖場のほうで、上浜線が今回開通しておりまして、今までは団地内道路

ということで行き止まりというか、ぐるっと回転して上浜線とつながっておりませんでした。今

回、その上浜線が開通いたしましたので、それと接続したことにより今回の町道の路線認定をさ

せていただいております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  それでは、今説明を聞いておりますと、新たに道ができましたと。

それで、通り抜けが可能になりましたと。そういう中で、早く言うたら、今まで工事してきた上

浜線と接続しますよと。そして、もう１カ所のほうも接続しました、ということですよね。それ

で結局、横道も町道認定ちゅうことになるんですか。 

 ちょっとわかりにくいんじゃ。本当はね、赤ペンでぴゅっと引いたらわかりやすいんですよ。

ほいじゃが、矢印があったり、バツがあったりするからね、意味がちょっとわかりにくいんです。

この地域を知らん人はもっとわからんのじゃないかと思います。あの……。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。広田議員、詳しくは後できちんと説明させます。 

午後２時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時30分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１３号町道路線の認定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１４号町道路線の認定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１５号町道路線の認定について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論・採決に入ります。議案第１２号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１２号町道路線の認定について、原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１３号町道路線の認定について、原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１４号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１４号町道路線の認定について、原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１５号、討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１５号町道路線の認定について、原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第１６号 

○議長（荒川 政義君）  日程第３２、議案第１６号平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設

整備工事の請負契約の締結についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第１６号平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備工事の

請負契約の締結について、補足説明をいたします。 

 平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備工事につきましては、平成２４年８月２１日

に１２社による指名競争入札の結果、周防大島町大字西安下庄の大島建設株式会社が５,６２５万

９,０５６円で落札いたしました。その落札価格に消費税の額を加えた５,９０７万２,００８円

で請負契約を締結しようとするものでございます。 

 工事の内容につきましては、離岸堤延長７０メートルの改修でございます。参考までに、工期

は、契約の日の翌日から平成２５年３月２５日までを予定しております。 

 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議

決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  所管課が言われるように、基本的にはかなりの競争力が発揮され

た結果というのは見てわかります。 

 私がいつも言うのは、総合評価にすると、実は技術評価点１１０点が、仮に自分たちが最低制

限に近い価格を設定してそれで入札に応じたら、１０８点や１０９点は、実は逆立ちしても、

１０６点にしても一緒ですが、逆立ちしても落札できないという結果になるんではないでしょう

かということが、ずっと弊害として、私は言いよるわけですよ。 
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 実際的に、答弁を求めるのは、今回は別ですが、逆に１０９点やら、１０９.６０、１０９.２０が、

ぎりぎりでいく、もしくは基準値以下でいかんと、落札できないという状況じゃないんですか。

その点について、答弁を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  藤山契約監理課長。 

○契約監理課長（藤山  忠君）  御承知のように、総合評価方式は、技術評価点と入札書記載価

格を用いて算出した評価値の最も高いものを落札者とする制度でございます。仮に、評価値が特

定の業者が集中して落札するというようなことがあれば、検討する必要もあるかと思いますが、

件数も少のうございますし。確かに議員さん仰せのように、判断基準額未満で失格になる事例と

いうのはございますが、例え点数のよい業者でも、判断基準額未満であれば失格になるわけでご

ざいまして、その点では競争性は保たれているというふうに考えております。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  御承知のように、今、県内においても各市町村においても、この

方式が入ってきよるんだと、実施されよるんだと言われても、もともとが、例えば大手ゼネコン

から県内業者を守るという形の中で、この方式が出発したというのが、私は事実だろうと思うん

ですよ。 

 しかし、御承知のように周防大島町のような指名競争入札においては、例えば１１０点はだい

たい想像がつきますよね、２社、３社。そりゃまあ、開いてみんとわからんと言われるかもわか

りませんが。実質的に、１１０点が、評価値プラス入札額ぎりぎりでいったら、よその１１０点

以下の業者は、実質的には全然取れない。取ろうとすれば、判断基準額未満のため不落札という

格好にならざるを得ん制度なんだと。 

 これを続けていったら、実は同じＡランクであっても、ふるいにかけられて淘汰されて、結局

は潰れていかざるを得ん。確かに言われるように、このＩＳＯ認証の取得とか、いろいろ項目が

あって、ＩＳＯにしても５社ぐらいが、一昨年からすると３社ぐらいふえたんじゃないか思いま

すが、増えてはおるが、例えば他のところがあったら、結局はなかなか取れないという制度なん

ですよ。 

 そこを、椎木町長が、いつまで、各県、大手ゼネコンからその地方の業者を守るという制度の

中で出発した、それを導入していくこと自体がね、町内業者の、ある意味首を絞めるようなもん

につながりゃせんかというのが、私の考え方なんです。 

 そうなったら、大変な状況が起こりゃせんですか、というのを再度問いよるわけです。 

 これは、町長が基本的には、流れを変えっていったら、私はできる課題じゃというふうに思っ

ておるんです。ぜひ町長の考え方、聞いちょきたいと。 

○議長（荒川 政義君）  はい、椎木町長。 
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○町長（椎木  巧君）  この件につきましては、以前にも申し上げておりますが、従来の価格競

争から価格と品質で総合的に優れた調達に転換することを目指しまして、公共工事の品質確保の

促進に関する法律、よく俗に言われている品確法と言われるものが、平成１７年４月に施行され

ておるわけでございます。 

 この品確法の趣旨に基づきまして、本町の定める技術的な工夫の余地の少ない一般的な工事と

して、周防大島町建設工事総合評価競争入札実施要綱というものを定めておって、これによる試

行を行っておるわけでございます。 

 今、御質問にありました、例えばその企業の技術的能力につきましても、要するにその企業の

技術的能力を高めていただくというのは、これは私たちも、まさに企業の皆さん方にお願いをし

ているところでございます。 

 そうした中で、今、議員さんから御指摘のように、その企業の技術的能力がだんだん高まって

きているというのも事実でございます。 

 そうした中で、今最後にその点数と金額のことがございましたが、これだったら、もうほかに

余地がないではないかと言われますが、だんだんとその技術的能力が同レベルになってくれば、

当然そこの中での、また競争ということになるわけでございまして、それがひいては品質の確保

につながるということではないかと思っております。 

 私たちも、そのようなことを、全てこの入札に導入しようとしているわけではなくて、この総

合評価方式の入札も試行的に行ってみながら、企業の業者の皆さん方がどのようなことを目指し

ておられるのかということを見ながら、年に数件の試行を行っているというのが現状でございま

す。 

 そういたしますと、これまでやった、試行的なものより相当状況は変わってきておるというこ

とでございますし、建設業協会のほうからも、この試行は続けていただきたいという要請もいた

だいております。特に、これを全部皆さんが同じような評点になるかどうかちゅうのは、私にも

よくわかりませんが、いずれにいたしましても、品質を確保するためには、企業の努力というの

も当然必要であると思いますので、ぜひとも企業の技術的能力、そして配置技術者の数とか、ま

たは、そのようないろいろな品質を確保するために、業者さんが努力をするということについて、

それに評価を与えるというのは非常に重要なことではないかと思っているわけでございます。 

 それらを全てこれにすると、この総合評価方式にするというのではなくて、試行しながらその

様子を見ているという状況でございますので、御理解をいただけたらと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）   ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。討論はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  議案第１６号、平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施設整備

工事の請負契約の締結について、反対の立場から討論します。 

 私のほうは、同じような中で、何を基準におくかということをまず訴えたいと思います。 

 いいますのが、実際的に、今の業者間で、同じように格差はある、というふうに見ております。

当然、本気で今の力ある業者がそれなりに入札を起こしたら、同じＡランクでも淘汰される制度

なんです、ということが問題なんです。 

 本当に、この町内業者全体を見て、大島の建設業協会が望んでおるかっていうたら、建設業協

会の中にも「これじゃあ、うちはたたまんにゃいけんよ」ちゅう業者が出てくることは間違いな

いことなんですよ。 

 それで、実際的に私たちは、町の予算を執行して、それを業者さん方が入札して参加して仕事

をすると。じゃあ、こういう方式は、どこまでいっても特定の業者しか取れない。それは、

１１０点満点しか基本的には取れない制度なんですよ。それをいつまでも続けたら、結果として

は、同じようにＡランクの業者であっても店じまいをしなければならない。そういうシステムな

んですよ。 

 だから、私はこの方式について、町長自身が、試行的にまた金額的にも言いよりますが、実際

的には私は、大変な状況が起きるというふうに考えております。 

 そういう中で、この総合評価方式、これは一刻も早く、町において、やめるように実際的には

求めておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  次に、賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  反対討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１６号平成２４年度白木（外入）漁港海岸保全施

設整備工事の請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  ここで、午前中審議されました周防大島町公営企業局企業会計事業決算

の認定における補足説明で、一部訂正がありますのでこれを認めます。 
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 石原企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  広田議員さんの質問に対する答弁について、追加させていた

だきます。 

 認定第１０号、周防大島町公営企業局企業会計事業決算書の２２ページをお開きください。 

 特にこの中で、職員の中で医師及び看護師について追加報告いたします。 

 東和病院ですが、医師が若干名不足しております。そして、３病院で最も不足していましたの

で、看護師１０名を東和病院に採用しております。 

 そして橘病院は、１名の看護師を採用しております。 

 大島病院ですが、看護師６名を採用しましたが、４名は退職しましたので２名増となっており

ます、平成２３年度末で看護師９名、看護助手２名が不足していますので、療養病床が５０床で

稼動しております。 

 こういう状況ですので、先ほど、村岡課長が報告しましたように、赤字となっているというか、

これが大きな原因となっております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  補足説明答弁の一部訂正を、御了解を願いたいというふうに思います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で本日の日程は全部議了しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の会議は９月１８日火曜日午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（中尾 豊樹君）  御起立願います。一同、礼。 

午後２時49分散会 

────────────────────────────── 

 


